
情報公開第02918号
令和2年3月17日

弁護士山中理司様

外務省大臣官房総務課
公文書監理室

行政文書の開示の実施について（通知）

令和2年3月10日付け「行政文書の開示の実施方法等申出書」を受領しましたの
で，下記の文書を開示します。

記

開示請求のあった行政文書の名称等

令和元年12月31日頃，カルロス・ゴーンが日本国外に出国したことに関し
て作成し，又取得した文書（日本語の資料に限る）

1

2 開示請求番号2019-00772

本件に関する問い合わせ先

〒100-8919 東京都千代田区霞が関二丁目2番1号
外務省大臣官房総務課公文書監理室
電話:03-5501-8068 FAX:03-5501-8067

3

本件に関するお問い合わせの際には，上記2の開示請求番号をお知らせください。

以上
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①な蕊瘻譽発行される以前に本件に関する報道が

蝿
令和元年で2月31日以降， カルロス・ゴーン被

告人の所在が不明となったことから,現在法務・
検察当局I=おいていかなる手法を採り得るか幅広く
検討し，関係機関とも調整の上，適切に対応するこ
ととしている。
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､(参考）
赤手配とは，所在不明の被手配者が発見された場合に，
発見した国の国内法上可能であれば, 引渡し等を目的と
して，被手配者の所在の特定，身柄の拘束等を求めるも
のである。
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答

東京地検は『平成30年12月から平成31年4

月にかけて，金融商品取引法違反及び会社法違反に

より， カルロス。ゴーン被告人を公判請求した。

同被告人に対しては,保釈決定がなされていたも

のの，令和元年12月31日，裁判所によって保釈
は取り消された。
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問~豆カルロス･ゴ二二
緯について問う。

ン被告人に係る刑事事件の経
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力ルロスαゴーン被告人が， 日本を出国し， レバ

ノンに到着した旨の報道がなされていることは承

知。

関係当局において，現在，事実関係を確認中と承おいて，現在，事実関係を確認中と承

これ以上の詳細は，お答え差し控え。(二、 知しており，

C
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問3 力ルロス
問う

｡

■ ゴーン被告人の出国状況について
n o



②赤手配書が発行された後に本件に関する報道がな
された場合 ，

蜀訶 我が国からの要請に基づき， ICPOがカル
ロス・ゴーン被告人に対して赤手配書を発行し
たとのことであるが，事実関係如何。

ロ

令和元年12月31日以降， カルロス・ゴーン被
告人の所在が不明となったことから，関係機関にお

いて調整の上， 同人の身柄の引渡しを目的として,

東京地方検察庁からの依頼に基づき，我が国の国家

中央事務局である警察庁から, ICPO(国際刑事

警察機構）事務総局に対して赤手配書の発行を要請

で

手配書が発行された令和2年●月●日付けで，し,令和2年1

ところである。
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今後，被手配者の所在につき，一般人を含め幅広

く情報提供を求めるため, ICPOホームページ上

に被手配者の情報を公開することとしたものであ
る。
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問2 力
開と

4レロス・ゴーン被
-,た理由について

里
目人に対する赤手酉己を公
習う 0
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これまでに, ICPO事務総局に対し，赤手配書

の発行請求を行ったものとしては,例えば，海上

保安庁からの依頼に基づき，平成24年9月， シ

ー・シェバードの代表者について請求したことが
C あるものと承知している。
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問3 これまでに我が
いて問う。
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が赤手配を行った実績につ
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赤手酉己に基づいて，関係国の当局からの通報によ

りカルロス・ゴーン被告人の所在が明らかとなった

場合には， 引渡しの可否を含め，関係機関において
調整の上，外交ルートを通じて，東京地方検察庁か

ら，被手配者の所在する国の当局に対しゥ同人の身
ハ
ー
）

柄の引渡しに向けた調整を行うこととなる。
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問4 三
進』 )られることとなるのか。

どのような手続が
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問5 レバノン政府から通報がl
ス・ゴーン被告人について，
引渡請求を行うのか｡

った場合， カルロ
レバノンに対して

産
】
一

一般論として申し上げれば，逃亡犯罪人の引渡し
については相互主義の保証の下で逃亡犯罪人の引

渡しを請求することは可能であるところ，相互主義

の保証の可否や相手国の国内法制等を検討する必要

があるものと承知｡
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一般論として申し上げれば,国際組織犯罪防止条

約又は国連腐敗防止条約に基づく引渡請求について

は, 引渡しの対象犯罪に該当するかなど，各条約に

規定されている要件等を検討する必要があるものと

承知。

且：
Z

更問可国際組織犯罪防止条約（UNTOC）や国
連腐敗防止条約（UNCAC）に基づき， レバ
ノンに対し， カルロス・ゴーン被告人の引渡請

ノ連１

求をすることはできないのか。
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陣星I圭差弱
ン以外の第三 ､ら通報があった玉
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答

レバノン以外の第三国の当局からの通報によりカ

ルロス“ゴーン被告人の所在が明らかとなった場合

には,引渡しの可否を含め,関係機関とも調整の上，

外交ルートを通じて，東京地方検察庁から被手配者

の所在する国の当局に対し，同人の身柄の引渡しに
r~、
、一

向けた調整を行うこととなる。
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令和2年1月5日

森法務大 臣 ． メ ン 卜

昨年12月31日,保釈中のカルロス･ゴーン・ビシャラ被告人が， 日

本の刑事司法制度を批判するとともに， レバノンにいるとの声明を発表し

たとの報道がなされた。

私は，法務大臣として， この問題を覚知した後，速やかに,事実関係の

把握を含め適切な対処に努めるよう関係当局に指示をした。

C
事実関係については，現在も確認中であるが， ゴーン被告人が日本を出

国した旨の記録はないことが判明しており，何らかの不正な手段を用いて

不法に出国したものと考えられ， このような事態に至ったことは誠に遺憾

である。

我が国の刑事司法制度は，個人の基本的人権を保障しつつ，事案の真相

を明らかにするために適正な手続を定めて適正に運用されており，保釈中

の被告人の逃亡が正当化される余地はない。

既に， ゴーン被告人に対する保釈が取り消され，また，国際刑事警察機

構事務総局に対して我が国が要請した赤手配書が発行された。

C
検察当局においても，関係機関と連携し，迅速に捜査を行い，ゴーン被

告人の逃亡の経緯等を明らかI=するため全力を尽くし，適切に対処するも
のと承知している｡

引き続き，法務省としても，関係当局，関係国国際機関と連携しつつ，

我が国の刑事手続が適正に行われるよう，できる限りの措置を講じてまい

りたい。

また， 出入国在留管理庁に対し，関係省庁と連携して，出国時の手続の

より一層の厳格化を図るよう指示したところであり，同様の事態を招くこ

とがないよう，今後とも必要な対応を行ってまいりたい。
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令和2年1月5日

.東京地方検察庁

次席検事

ｰ

被告人カルロス･ゴ三ン・ピシャラの国外逃亡について(コメント）

今般,被告人カルロス・ゴーン3ピシャラが，保釈の指定条件と

して，逃げ隠れしてはならない，海外渡航をしてはならないと定め

られていたにもかかわらず，正規の手続を経ないで出国し，逃亡し

たことは,我が国の司法手続を殊更に無視したものであるとともに，

犯罪に当たり得る行為であって，誠に遺憾である。

我が国の憲法及び刑事訴訟法においては,例えば，被疑者の勾留

は，厳格な司法審査を経て法定の期間に限って許されるなど，個人

の基本的人権を保障しつつ，事案の真相を明らかにするために，適

正な手続が定められている。また，我が国においては，全ての被告

人に，公平な裁判所による迅速な公開裁判を受ける権利を保障して

おり，検察官によって有罪であることにつき合理的な疑いをいれな

い程度の立証がなされない限り，被告人を有罪としてはならないこ

ととされている。そして，検察においても，法廷において合理的な

疑いを超えて立証できると判断した場合に限り，被疑者を起訴して

いる。その結果として，我が国においては，有罪率が高くなっては

いるものの,裁判所は,被告人側にも十分な主張立証をさせた上で，

独立した立場から,公判に提出された証拠に基づき，合理的な疑い

を超えて有罪が立証されたかを厳密に判断しており,.公正な裁判が

行われていることに疑いはないと確信している。

本件において,検察は,法に定められた適正手続を厳格に履行し,

被告人ゴーンの権利を十分に保障しつつ，捜査． .公判手続を進めて

きたものである。被告人ゴーンは，豊富な資金力と多数の海外拠点

を持ち，逃亡が容易であったこと，国内外で多様な人脈と大きな影

C

〆

C

I



'

響力を持ち,事件関係者などに働きかけ，罪証隠滅する現実的な危

険性があったこと，裁判官，裁判所も保釈に関する決定中で認定し

ているとおり， 当初の勾留期間中に妻などを介して事件関係者に対

する働きかけを企図していたことから，公正かつ適正に刑事手続を

進める上で，被告人ゴーンを勾留することは必要やむを得ないもの

であった。

かかる事情が存在したにもかかわらず，被告人ゴーンは，公判審

理に向けた主張と証拠の整理を適切かつ円滑に行うためには，弁護

人らとの間で十分な打合せの機会を設ける必要性が高いなどの理由

で保釈を許可され,昨年4月25日に保釈された後は，弁護人らと

自由に連絡し，公判準備を行うことが可能な状態にあったことに加

え，検察は，公正かつ適正な刑事裁判を実現すべく,法に定められ

た手続に基づき,被告人ゴーンの弁護人に証拠を開示するなどの公

判活動を行ってきており，被告人の権利が十分に保障されていたこ

とは明らかである。

このような状況の下で，被告人ゴーンが，必ず出頭するとの誓約

を自ら破り，国外に逃亡したのは，我が国の裁判所による審判に服

することを嫌い， 自らの犯罪に対する刑罰から逃れようとしたとい

うにすぎず，その行為が正当化される余地はない。

検察においては，関係機関と連携して，迅速かつ適正に捜査を行

い，被告人ゴーンの逃亡の経緯等を明らかにし，適切に対処する所

存である。 ．
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想定問．昨年末に発覚じたカルロス・ゴーン被告人のレバノジスあ

出国を受けた政府の受け止めと今後の対応方針如何。

(答）

可． 昨年T2月訓日、保釈中であったカルロス･ゴ

ーン被告人がレバノンに到着した旨の声明が発表

されたところ◎

事実関係については､現在も確認中であるが、

ゴーン被告人が日本を出国した旨の記録はないこ

とが判明しており、何らかの不正な手段を用いて

不法に出国したものと考えられると

こうした事態に至ったことは誠に遺憾◎

ぐ

2既に裁判所によってゴーン被告人の保釈が取

り消されたところであるが､今後､関係国｡国際機

関ともしっかり連携して､我が国の刑事手続が適

正に行われるよう､でき得る限りの措置を講じて

まいりたい。

また､今回の出国に至った経緯等をしっかり解

明し､その上で､政府として同様の事態を招くこと

がないよう必要な対応を行ってまいる所存。

C
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(ゴーン被告人の出国について）

令和2年1月6日

’ ’
問1 レバノン政府を含めた外国に対し， どのような働きかけを行

う予定なのか。

（答）

○′レバノン政府を含めた関係各国とは，外交当局において,様々

な機会をとらえ意思疎通を図っているものと承知。

○レバノン政府に対しては,ゴーン被告人が,不法に我が国から

出国し, レバノンに到着したことは誠に遺憾であることを伝える

とともに，事実関係の究明を含め必要な協力を求めているものと

承知。

′一

L…

○それ以上の詳細については,外交上のやり取りであることから

お答えは差し控えるが, 引き続き,関係各国に対し，必要な働き

かけを行ってまいりたい。

’
問2我が国から, レバノン政府に対してゴーン被告人の引渡請求

を行うのか6

（答）

○ （個別の刑事手続の具体的内容に関わる事項については， お答

えを差し控えるが， ）一般論として申し上げれば，逃亡犯罪人の

引渡請求については，相互主義の保証を求められた場合の対応や

相手国の国内法制等につき慎重に検討する必要があるものと承

知。

ｒ
』

(参考）

O」

○

■■
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党会合出席依頼(差し替え）

2020/01/0616:33

’ ’No. 20-0002

》
一
一
畳
．
》
一
》

主管課室：
★総治協
中東1

共管課室 総務課長
首席事務官
総括補佐
総務班

法令班
国会班

合議課室：
｜
■
’

(参考配布）
総総法国;法条

1 1

院内担当：武田健(2336）

本省担.当：岡本翼(2106）
圭
壷
今
云 名

L

自民党法務部会6外交部会合同会議

日時．

2020年01月07日(火)13時00分

開催一場所

戸
、_．

自民党本部1階101号室

議題

カルロス･ゴーン被告の逃亡事案について(法務省から説明）

※法務省｡外務省から説明｡警察庁‘ 財務省,国交省,最高裁は質疑対応。

要求出席者

説明者兼質疑対応者(然るべき幹部:原則,局長）

※出席者を7日(火)10時(厳守)までに官総国会班へお知らせ願います。

資料

200部(1時間前会場持ち込み）

連絡先

※自民党l
ﾒｰﾙ:■
備考

こ

※総治協におかれましては,本件とりまとめをお願いいたします。

※総治協／中東1におかれましては,会議開催前までに以下の関係議員に対し,事前説明

をお願いいたします。

【法務部会関係者】

法務省と連絡･調整の上,事前説明をお願いいたします。

【外交部会関係者】

以下の関係議員に対し,アポ取り付けの上､要すれば法務省とともに事前説明をお願いい

たします。

9部会長(中山泰秀):レク時間は現在政調が調整中のため,追って連絡。

･部会長代理(鈴木憲和辻清人,山田賢司,佐藤正久）

･副部会長(和田義明,上杉謙太郎，高村正大.中曽根康隆青山繁晴 小野田紀美松川

るい）
－

｡政調会長代理(新藤義孝）
I
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電 信 保存期間：令和5年12月31日迄
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総番号ROOO201 1. . . 主管
● ■ ･

令和2年 1月 6日■■■■■■

B G

米 国発
h 白 ● 凸

令和2年 1月・ フ曰■■■■■■ 本 省着

外務大臣殿 杉山 晋輔大使

総油'口協』

｡

p ■
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我が国の司法制度（ゴーン氏の日本出国：報道）
■ 0

■ 句

｡

●

・ q

第19号■■■■■■■■■■

1月6日 9

● I

■ ●

■ ● 今 ｡

q ●

ワシントンポスト紙及びニューヨークタイムズ紙は，高野隆弁護士の発言,
凸

+ 旬 ゅ

守 色

我が国の司法制度等を紹介しつつ，ゴーン氏の日本出国について報じたところ，概要以下
0 0

句

のとおり。両記事全文を別添する。

1 ワシントンポスト紙(A9面）
t

● ■

●

○森雅子法相は，ゴーン氏の出国に関して，不法に出国したとみられ，不当であり，非
､ ● ●

常に遣憾である旨述べたとともに，ゴーン氏が日本を出国した記録はない旨言及した。
今

●

○検察官は， 日本において， ･かなりの権力を享受しており，彼らが事件を受け入れると
守 ●

決めた場合，その有罪判決率は約99％である。
、 け

○ゴーン氏の弁護団の一人である高野隆弁護士は，ゴーン氏が日本で公正な裁判を受け

る機会がなくなると確信し，逮捕に対する怒りが絶望となり，逃亡する決定を下したと述
● 旬

べた。高野弁護士は，検察官は証拠の開示要求に対応するのが遅く，証拠の開示方法に細

かな制限を設け，証拠の一部を破棄し， 日本のメディアに対して「都合のよい」証拠を開

示する中，ゴーン氏の疑念及び懸念が高まった旨述べた6
七 ④

○日曜日（5日）
●

･

『 東京地検は，ゴーン氏の逃亡は犯罪であるとし， 日本の法制度を擁
や ■

▲

謹し，有罪判決率は高いものの，被告には論じる適切な機会が与えられ，裁判所は証拠に
卓 も ●

基づいて厳密に判決を下すと主張した。
■ い 。

0 p ●

● ●

凸

■ ロ

｡ ●

●

ケ
U

■



げ

電信

､2ニューヨークタイムズ紙(81,B2面）

○森法相は， 『ゴｰﾝ氏が日本を出国した記録がないため,違法な手段を用いて出国し

たとみられる」とし，今後出国プロセスを強化させる旨言及した。

○斎藤隆博東京地検次席検事は，ゴーン氏が批判する日本の司法制度に対して，公正で

開かれた裁判を受けることができるとするとともに,ゴと一ン氏の行為は正当化できないと

述べた。

○日本の弁護士は長い間， 日本の司法制度に不満を述べてきた。検察官は，事件の99％

において勝訴してきた。検察官は，弁護士の立会いなしに容疑者に尋問する幅広い権限を

享受している。多くの法律専門家は,司法制度が大きな圧力の下で引き出された自白に依

存しすぎているとする。

○日本の法廷で長きにわたり争った「Mt. Gox」の創設者カルプレス氏(Markl<arPeles)

は，検察官には幅広い権限が与えられているが， 「裁判官は依然公平である』 「日本の裁

判所で無実を証明することは可能である」と述べた。

洋音
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法務省に転達願いたい。

転電【添付有】レバノン（了）

四
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に
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願
い
ま
す
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カルロス"ゴーン被告の出国とレバノン入国

〈概要）

令和元年12月31日

中東第一課

|’法務省とのやり取り’

91
●法務省(入国管理)からの情報では,ゴーン被告(名)の出入国は確認でき
なかった由も ．

1

1

1

弓

(－

1

｜我が国とレバノンとの間では,引渡に関する二国間条約は存在しなし

』一

ン
'

● 、。 I

1

1

(了）



10.

【対外発信・応答要領刃

カルロス･ゴーン被告の出国とレバノン入国

令和2年1月で日

中東第一課

(答）
｡ ▽

●

◆ ●

■ .ゆ

●

｡

● ｡．
■

Oレバノン政府が,ゴーン被告が12月SO日未明にレバノ
●

ンに入国した旨発表したことは承知。
C , ●

■ ■

凸 q

■ ．◆ ．
四

b 1．

0詳細については，現在j事実関係表確認中であり，お答え
、 ■

中

●

・ 妾差し控える。 ＊ ●

■

●
■ ･

■

｡ 4．

二二息．

I

（パスポートについて問われた場合） ●

○レバノン政府の発表によれば， フランスのパスポートを使

用してレバノンに入国したとされているが,現在事実関

係を確認中であり，詳細はお答えを差し控える6

I

菫 弓竺渡しI=三竺亘と
ー

C 雪=牽
（答）

Oお尋ねはj個別の刑事事件の具体的内容に関わる事柄であ
り，お答えすることは差し控える。

F t I

（答)
〃

○レバノン政府とは，鈴木副大臣の現地訪問の機会を含め，
1

■
ｈ
〃
４
０
０
８
日
一
ｒ
Ｌ

、

b

『



外交上のやりとりについて詳細意思疎通寄図っているが，
鈩

●

のお答えは差し控える。

《

【参考1】ゴーン氏声明（全文仮訳) (2019年12月31日付時事）

私は今レバノンにいる｡私はもう推定有罪で差別がはびこり､基本的人権が
無視され､国際法や条約に基づく日本の法的義務を明らかに無視している不正
な日本の司法制度の人質にはならない。私は司法からでなく､不当な処置や政

治的迫害から逃れた。メディアとようやく自由に連絡が取れる。来週から始め
ることを心待ちにしている。

！

一
一
４
８

I

【参考2】関連報道

1 ゴーン被告がレバノン入り二保釈中､渡航禁止条件違反か-早-近く記者会見
も。日産事件(2019年12月31日付時事）
日産自動車の前会長カルロス・ゴーン被告（65）がレバノン入りしたとs

o日、米紙ウォール。ストリート'･ジャーナル(WSJ、電子版）など欧米メ・
ディアが報じた｡づｰﾝ被告は日産資金を自身側に還流させたとして会社法違
反(特別背任)罪などに問われ､保釈中｡保釈を認めた東京地裁決定は海外渡
航の禁止を条件にしていたが、関係者によると、検察側、弁護側とも事前に出
国を把握していなかったもようで、無断出国の疑いがある。

ゴマン被告はレバノンにも国籍がある6大使館などを通じて出国した可能性
があり、東京地検が経緯の確認を進める｡弁護団の弘中惇当郎弁護士は｢お話
しすることは何もない｣と語った。
関係者の一人はWSJ紙に、ゴーン被告が日本で公正な裁判が受けられると
確信していないため出国した、と説明した上で『(被告は）産業・政治的な人
質であることにうんざりしている｣と語った｡被告は近日中に現地で記者会見
,を開くという。英紙フィナンシヤル。タイムズ（電子版）によると、ゴーン被

告はベイルートの空港I=到着｡地元メディアはプライベートジェットで到着し
たと伝えている。 ‘
A房P通信もSO日、ベイルート発の至急報でゴーン被告が同日レバノンに
到着しだことを治安筋が確認したと伝えた。
ゴーン被告は20･1B年11月19日､役員報酬を隠した金融商品取引法違
反(有価証券報告書の虚偽記載)の疑いで東京地検特捜部に逮捕された。2度
の再逮捕を経て、 19年3月6日､逮捕から10S日目に保釈。4月、オマー
ンの販売代理店を通C、日産資金を実質保有するレバノンの投資会社に還流さ
せた特別背任容疑で再逮捕され､同25日に再保釈された。
公判での争点を絞り込む公判前整理手続きが地裁で進んでおり、金商法違反
事件の初公判を20年4月に開く方向で調整が進んでいた｡

C
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2 29日夜に関空離陸と報道ゴーン被告のジェット機（2020年1月1日

付共同）

米紙ウォールストリート・ジャーナル電子版は12月31日、金融商品取引

法違反罪などで起訴され、保釈中に海外逃亡した前日産自動車会長カルロス．

ゴーン被告が乗ったとみられるビジネスジェット機が、29日午後1 1時10
分に関西空港からトルコのイスタンブールに向けて離陸していたと報じた。

飛行追跡データを分析した結果だとし､･ゴーン被告の動きと一致する便は一

つしかないという。

ビジネスジェット機はトルコの航空会社が運航し、30日朝にイスタンブー

ルのアタチュルク空港に到着。30分後に同じ航空会社の小型ジェット機がレ

バノンのベイルートへ飛び立った｡

トルコへは、ロシア空域だけを通過するよう北に迂回(うかい)する通常より

遠回りの飛行ルートをとったという。こうしたルー卜を選んだ理由ははっきり
しないとしている。

同紙lま､日本からの脱出は数週間かけて計画されたが､監視下にあった東京
都内の住居から被告が抜け出した方法は分かっていないと伝えた。

皇室
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２

【参考4】レバノン公安総局の声明（1全月31B)

「過去2日間に，レバノ．ン国民であるカルロス・ゴーン氏のベイルート入りに
関する多くの解釈が出ていた。公安総局にとっで重要なことは，前述の国民が
レバノンに合法的に入国したということであり，同人のために何らかの措置が

講じられたこともなければ，同人が法的な追求を受ける必要も生じない｡』

【

】

【参考5】フランス政府の反応(12月31B)

●仏欧州・外務省副報道官によるカルロス・ゴーン氏の状況に関するプレスと
の質疑応答概要

(問） ゴーン氏の逃亡に関する仏政府の受け止め ．
（答） フランス関係当局は､ゴーン氏のレバノン到着を報道により承知した。

同氏は日本で法的手続きの対象となっており、日本からの出国を禁じられてい
た。

フランス関係当局は､同氏の日本出国について承知していなかったととも
に、その出国の状況についてもなんら承知していない。
ゴーン氏は日本で逮捕されて以来、仏国民として領事保護を享受していた。

同氏の状況について､＝定の法の原則の実施とともに､在京フランス大が常時
注意深くフォローしていた。フランス関係当局のハイレベルの要請により、在
京フランス大使はゴｰﾝ氏とその弁護団と定期的に接触していた。

＝弓

C

●カスタネール仏内相によるコメント

「内相としての役割は、国内情勢に集中することであり、日本の司法に関

する事態や､司法に関するレバノンと日本の間に存する各種協定に関するもの
では必ずしもない｡他方､私が承知していることは､その国籍に関わらず､何
人も法の適切な適用から逃れるべきではないということである｡」

C
【参考e】鈴木副大臣のレバノン訪問（概要）

1 2019年12月19日から22日にかけてj鈴木馨祐外務副大臣は， イスラエ

ル，レバノン,パ､レスチナ,ヨルダンを訪胤レバノンには1g-知日に滞在｡
220!B,鈴木副大臣は, ミシェル｡アウン大統領ナビーフ･ベッリ国会議
長，サアド・ハリュリ首相への表敬,ジブラーン・バシール暫定外相との会
談，ヤシーン・ジヤーベル国会外交委員長との昼食会を実施b ･
3アウン大統領への表敬では,鈴木副大臣から，現下のレバノン情勢に関し
て, レバノンの政治指導者が,国民の声を踏まえた対話を推進し,国民の期
待と信頼に応える新政権を早期に樹立することを強く期待する旨述べた｡ま
た， レバノンが多くの難民を受け入れていることに対し敬意を表した上で，
レバノンの安定化に向けたアウン大統領のリーダーシップに期待する旨述
べた。

これに対しアウン大統領からはiレバノンが置かれた経済。政治情勢につ
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いて説明があり， 日本との二国間関係を強化していきたい旨述べた。
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し'、ﾉﾝ共和国(LebaneseRepubij,,,
巴

令和2年1月

外務省中東第一課

~面 （ 1．内政
イr『r“〃r剣〃

1

■1990年の内戦終結後，大統領はキリスト教マロン派，首相はスンニ派，国会議長はシーア派に割り振られる

も，宗派間のバランス維持が依然として垂要な課題。様々な場面で宗派間の対立が内政停滞の原因に。

■2014年5月，スレイマン大統領の任期終了後，約2年半にわたり大統領の空席が続いたが， 16年10月，ミ

シェル・アウン前自由愛国運動(FPM)党首が大統領に選出。同年12月に第2次ハリーリ内閣が発足。

■2018年5月，9年ぶりに議会選挙を実施。2019年1月に第3次八リーリ内閣が発足。財政健全化及び経済成

長のための国内改革が喫緊の牒題。

■2019年10月以降風反政府デモが拡大し，八リーリ首相が辞職。デイアブ元教育相が次期首相に指名される

も，一部勢力の支持も得られていない中，内政の安定化に向けた見通しは不透明｡

Sf〃

ハ シリア

' 3‘
u

ｊ
ｉ
ノ

妙，

〆

型

2.外交〆

Iイスラエル －
F

グ

ー／腕≦､ 『---、G 1でQ

‐デーーー電．

／§鯛、 ヨルダン ”｡ ““蝋/ Jsi -.~~- : 蕊．

■（対イスラエル)シェバア農地を含む南レバノン全土からのイスラエル軍の完全撤退，パレスチナ難民の帰還権

の堅持等, _公正かつ包括的な和平実現の必要性。 ‘
］

■（対シリア）2005年4月までの約30年にわたるシリア軍のレバノン駐留。国内の親シリア・反シリア派の対立。

■2011年3月に発生したシリア危機の影響：約150万人以上のシリア難民受入れによる社会の不安定化，ヒズ

ボッラーのシリアへの参戦以降，シリアからの過激派の侵入による治安が不安定化するも， 17年8月にはレ

バノン国軍により国境地帯から過激派武装勢力を駆逐。以降，国内の治安は安定化傾向。

| 基瞳壼一夕
1。面積a_10,452平方キロ（岐阜県穏鬘）
2. 人ロ 且約610万人(18年推計） 3.経済’
3.首都：ベイルート

4．言語:アラビア語（仏語・英語が－部通用)
5，人種：アラブ人（約95％） ，アルメニア人等

6．宗教且_キリスト教（マロン派，ギリシア正教，

ギリシア･カトリック，ローマ・カトリック，ア

ルメニア正教） ，イスラム教（シーア派，スンニ
派． ドルーズ派）等18宗派

グレ〆‐－－－ゲーコハ〃 「 ■＝、

派， ドルーズ派）等1i

■1990年の内戦終了以後、経済復興が進められているが、 2006年のイスラエルとヒズボラの武力衝突でイン

フラ被害による膨大な累積侭務（約500億ドル，対GDP比約150%)をどのように解消するかが大きな課題。

■現在のレバノン経済は、観光、不動産、外国からの送金等、国外の政治。経済情勢に大きく左右される分野

に依存しており、経済の自立性を高めることが課題。

■総貿易額（17年） 。 【輸出】40.26億ドル（金，発電装置，屑銅）

‘ 【輸入】201.09億ドル（石油精製品、自動車、医薬品、金）

7．政治体制：共和制 4.二国間関係
8．元首_且アウン大統領

■二国間関係は総じて良好。特に政治的な懸案事項なし。

■2020年東京オリンピック招致及び「明治日本の産業革命遺産」の世界遺産登録において，レバノンは日

本を支持。その他国際場裏における相互支持多数。

■日本は，レバノンの平和と安定は地域全体の平和と安定に資するとの考えから，政治的・経済的支援を実施。

・シリア危機発生後, 2012年以降の日本のレバノンに対する人道支授（シリア難民支援，ホストコミュニ

ティ支援等）は2億1,000万ドル以上。
、レバノン支援国会合への出席（2018年2月（ローマ） ， 3月（パリ） ，4月（ブリュッセル） ）

28議席（キリスト教徒と

,任期4年） －
Kドル（18年）

8,269米ドル（18年)
光業，食品加工業等

9.議会且一院制（128議席

イスラム教徒が同数） ，任期4
10.GDP:566.39億米ドル（566.39億米ドル

一人当たりGDP:

観光業，食品加工業等
104人（17年10月） ‘

k数：207人（18年12月）

ﾕｭ些経清里_金融業，
ｴ2．在留邦人数： ’

13．在日レバ.ノシ人数：



秘密指定解除
公文書監理室

12
八

、

図
カルロス・ゴーン被告人の日本出国とレバノン入国

クロノロジー
ノ

’12月29日（日）

30B(月）

d寺

ゴーン:アウン大統領と大統領宮殿で面会したとの報道
'

』
Ｂ
Ｐ
Ｉ

夜

|ゴーン: .『私は現在ﾚパﾉﾌEいる｣声明 ’31日．(火）
ｒ
』

I

レバノン外務省：ゴーンが仏旅券で合法的に入国の声明

ゴーン： 1月8日（水）に記者会見の報道1日（水）1月

2日（木）1月

サルハン司法相: ICPO赤手配書を受領した発言

’
ゴーン： 「日本出国は1人でアレンジした」声明

3日（金）1月
rへ
L_言.

’
1月 4日(土）

I

D5日（日）1月

6日（月）1月

7日（火) 14:0O1月
。
，
、
や
０
４

1月 8日（水) 15:OO lゴーン：記者会見’
、

１
■
Ⅱ
１
１
．
■
■
皿
■
１
１
１
Ⅱ

当地･国際メディアがゴーンの.レバノン入国を速報

大使：アウン大統領に申し入れ
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次頁不開示
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麓
認

脳可 謝漉筈溌 国力 出|国 剖践 然朔ル ツス の
諸和露

回 【X軍. ･ ￥.早 ;...1 1 .[■■■■■

次頁不開示
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〆

【対外発信・応答要領工
カルロス．ゴーン被告人の出国とレバノン入国

令和2年1月6日

中東第一課

【

8

宮

（答）

○昨年12月31B,保釈中であったカルロス・ゴーン被

告人がレバノンに到着した旨の声明が発表されたところ。C

○事実関係については；現在も確認中であるが,カルロ

ス･ゴーン被告人が日本を出国した旨の記録はないことが

判明しており,何らかの不正な手段を用いて不法に出国し
たものと考えられる｡こうした事態に至ったことは誠に遺

憾。

○既に裁判所によってゴーン被告人の保釈が取り消された
ものと承知しているが,我が国の刑事手続が適正に行われ
るよう,今後，関係当局とも調整の上,関係国・国際機関

ともしっかり連携していきたい。

C

(パスポートについて問われた場合)

○レバノン政府の発表によればウフランスのパスポ〒卜を使
用してレバノンに入国したとされているが，現在，事実関

係を確認中であり，詳細はお答えを差し控える。

１
１

● ●

I



問2報道によれば，大久保駐レバノン大使がジュライサー

テイ暫定大統領府担当相と会談したとのことだが， レバノ

ン政府に対して， どのようなやり取りを行っているのか。

（答)' :

○レバノン政府とは,様々な機会をとらえ意思疎通を図って

おり，ゴーン被告人が，不法に我が国から出国し， レバノ

ンに到着したことは誠に遣憾であることを伝えるととも

に，事実関係の究明を含め必要な協力を求めているとこ
ろ。

COそれ以上の詳細については,外交上のやり取りであること
から， お答えは差し控える｡

更問報道によれば, 同会談ではゴーン被告人の引渡しを求

める日本の立場を伝えたとされるが，ゴーン被告人の引渡
しをレバノン政府に対して要請したのか｡

（答)

○（個別の刑事手続の具体的内容に関わる事項については,

お答えを差し控えるが,）一般論として申し上げれば，逃

亡犯罪人の引渡請求については相互主義の保証を求めら
れた場合の対応や相手国の国内法制等につき慎重に検討す

る必要があるものと承知。

r~、
、-－

も

も
■
●
ｌ
ｊ
ｌ
・
ｊ
Ｂ
ｌ
９
。
■
Ｉ
リ
マ
■
。

ｑ
ｌ
Ｔ
●
９
■少

q

2



、

(答）

○レバノン政府とは，鈴木副大臣の現地訪問の機会を含め，
意思疎通を図っているが,外交上のやり取りについて詳細

のお答えは差し控える。

８
１
ｔ
Ｉ

ｆ
■
＠
■
Ｐ
や
●
？
●
Ｊ
■
画
Ｐ
宮
ｑ
■
守
Ｇ
。

ー■■●ー
●

C 守

（答）

○外交上のやり取りについて詳細のお答えは差し控える。

○いずれにせよ,同被告人の捜査・起訴については， これま

で我が国国内法に基づき適正な手続（デュー・プロセス）

の下で判断がなされてきたと承知。

匡 －

ゴーン被告人に関するこ
ン政府とのやり取りの内

ーー

(答）

○レバノン政府とは,様々な機会をとらえ意思疎通を図って
いるが,外交上のやり取りの詳細についてのお答えは差し
控えるP･ .

C

Oいずれにせよ，同被告人の捜査。起訴については， これま

‘で我が国国内法に基づき適正な手続(デュー・プロセス）

の下で判断がなされてきたと承知。

！

’

●

Ⅱ
ｌ
ｂ
ｂ
６
Ｃ
Ｂ
Ｄ
◆
●
■
０
０
句
夕
●
９
■
０
口
■
。
１
０
９

I

3

更問訓 レバノン政府から鈴木外務副大臣に対し，条約等に
● ~

‘基づき引渡しに係る要請はあったのか。
■

●

今



､

／(答）
○報道については承知しているが，現在，事実関係.を確認中

である。

I

Ｆ
Ｄ
マ
Ｄ
ｂ
Ｏ
ｃ
Ｃ
◆
◇
ロ
丑
込

王で⑫

量

（答）

○トルコ政府とは，様々な機会をとらえ意思疎通を図ってい

Cるが,外交上のやり取りの詳細についてのお答えは差し控
える｡

問5ゴーン被告人は， フランス，ブラジル国籍も有してい
るが， これら関係国とのやり取りいかん。 ．

（答）

○両国政府とは，様々な機会をとらえ意思疎通を図っている
が,外交上のやり取りの詳細についてのお答えは差し控え
る｡

C （仏政府に対してIゴーン被告が使用したとされるパスポ写

卜の件について照会したのかと更に問われた場合）

○外交上のや.り取りの詳細についてのお答えは差し控える。

、

’

■
ｑ
■
■
Ⅱ
■
凸
自
■
■
０
，
■
Ｂ
■

ｂ
Ｏ
■
０
９
■
■
●
Ｐ
ｂ
■

4

§

問4報道によれば，本件に関連しトルコ当局は7名を拘束
し,5名を逮捕したとのことであるが，事実関係いかん。



I

【参考1】ゴーン氏声明（全文仮訳) 。

12⑨19年12月訓日付声明

私は今レバノンにいる｡私はもう推定有罪で差別がはびこり,基本的人権
が無視され,国際法や条約に基づく日本の法的義務を明らかに無視している
不正な日本の司法制度の人質にはならない｡私は司法からでなく,不当な処
置や政治的迫害から逃れた。メディアとようやく自由に連絡が取れる。来週

から始めることを心待ぢにしている。

22020年1月Z昼付声明“
メディアでは，私の妻キャロルや他の家族が私の日本出国で役割を果たし

たとする旨の憶測が出ている｡そうした憶測はすべて不正確で間違ったもの
である。私は， 自分の出国を一人でアレンジした。私の家族は何の役割もな
い。 、

I

8-.｡

C
【参考2】･関連報道．

’ゴと-ﾝ被告がレバノン入り＝保釈中，渡航禁止条件違反か一近く記者会
見も。日産事件(2019年12月31日付時事）

日産自動車の前会長カルロス・ゴーン被告（65）がレバノン入りしたと

米メディアが報じた｡ゴーン被告は日産資金を自身側に還流させたとして会

社法違反（特別背任）罪などに問われ，保釈中｡保釈を認めた東京地裁決定
は海外渡航の禁止を条件にしていたが，関係者によると，検察側，弁護側と

も事前に出国を把握していなかったもようで，無断出国の疑いがある。

ゴーン被告はレバノンにも国籍がある。大使館などを通じて出国した可能

性があり，東京地検が経緯の確認を進める。弁護団の弘中惇一郎弁護士は
' 「お話しすることは何もない』と語った。

関係者の一人はWSJ紙に,ゴー再ン被告が日本で公正な裁判が受けられる
と確信していないため出国した,と説明した上で「(被告は）産業。政治的な
人質であることにうんざりしている』と語った。被告は近日中に現地で記者
会見を開くという。英紙フィナンシヤル・タイムズ（電子版）によると，ゴ

ーン被告はベイルートの空港に到着。地元メディアはプライベートジェット
8 ． 、

で到着したと伝えている。 ‘
A･FP通信もSOB,ベイルート発の至急報でゴーン被告が向日レバノン
に到着したことを治安筋が確認したと伝えた。

ゴーン被告は2018年11月19B,役員報酬を隠した金融商品取引法．

違反(有価証券報告書の虚偽記載）の疑いで東京地検特捜部に逮捕された。
2度の再逮捕を経て, 19年3月6日，逮捕から10S日目に保釈。4月，
オマーンの販売代理店を通じ， 日産資金を実質保有するレバノンの投資会社
に還流させた特別背任容疑で再逮捕され，同25日に再保釈された。

公判での争点を絞り込む公判前整理手続きが地裁で進んでおり，金商法違

C

『

I
■
６
０
■
０
０
ヶ
心
〃
９
Ｇ
●
、
■
■
■
凸
凸
凸
ｑ
●
▲
ワ
０
９
０
Ｇ
句
０

；

5
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1

反事件の初公判を20年4月に開く方向で調整が進んでいた。

229日夜に関空離陸と報道ゴーン被告のジエット機(2⑨芝0年1月1日

付共同）

米紙ウオールスト'ノート。ジャデナル電子版は12月31日，金融商品取

引法違反罪などで起訴され,保釈中に海外逃亡した前日産自動車会長カルロ
ス・ゴーン被告が乗ったとみられるビジネスジェット機がM29日午後11
時1o分に関西空港からトルコのイスタンブールに向けて離陸していたと報
じた｡、

飛行追跡データを分析した結果だとし，ゴーン被告の動きと一致する便は
一つしかないという。

ビジネスジェット機はﾄﾙｺの航空会社が運航し, .30日朝にイスタンブ
ールのアタチュルク空港に到着。SO分後に同じ航空会社の小型ジェッ脹機

がレバノンのベイルートヘ飛び立った。

←ルコヘは， ロシア空域だけを通過するよう北に迂回(うかい)する通常よ
り遠回りの飛行ルートをとったという。こうしたルートを選んだ理由ははっ

きりしないとしている。 、

同紙は, 日本からの脱出は数週間かけて計画されたが,監視下にあった東
京都内の住居から被告が抜け題した方法は分かっていないと伝えた。

』

t

＄

；
q
●－－

で

B昨秋もゴーン被告送還要請レバノン，逃亡関与は否定(2020年1月5
日付共同）

【べｲﾙｰﾄ共同】前日産自動車会長ｶﾙﾛｽ･ゴ〒ﾝ被告のﾚバﾉﾝ逃
亡事件でi レバノン政府が昨年1.O月，被告の引き渡しを求める案を検討

し,非公式に日本側に伝えていたことが5日分かった｡外交筋が明らかにし
た｡・

外交筋によるとレバノン政府は，昨年10月の天皇陛下の『即位礼正殿の
儀」に出席する閣僚らがゴｰﾝ被告の送還を直接要請する案を日本側に伝
達｡実際には大規模デモの対応で閣僚らは来日できなかった。ロイター通信
は逃亡がs力月前から計画されていたと報道，時期は重なるが， レバノン政
府は逃亡への関与は否定している。

レバノン政府閏係者によると,逃亡直前の昨年’2月20日にも, レバノ
．ンを訪問した鈴木馨祐外務副大臣の一行に被告の引き渡しを求めた。
ロイター通信などは,ゴーン被告がレバノン入りした直後にアウン大統領

と面会したと報道6大統領府は否定しているが,被告と親しい友人は共同通
信に対し,面会は事実だと述べた．

C

◆
■
も
●
Ｃ
ｌ
凸
■
■
■
早
●
■
Ｄ
ｂ
０
Ｐ
０
Ｌ
９
■
ｑ
』
■
■
■
０
８
口
■
■
Ｏ
Ｇ
凸
■
■
■
■
■
ｑ
Ｄ
ｑ
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凸
口
Ｄ
Ｄ
０
ｄ
ｒ
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ｐ
０
Ｔ
由
Ｐ
■
甘
▼
ａ
ｓ
■
Ｄ
Ｂ
ｂ
■
ｒ
日

ジュライサーテイ暫定大統領府担当相は3日罪大久保武｡駐レバノン大使
画
■
一

める狙いがあるとみられる｡レバノン外務省当局者も4日，取材に「(逃亡
■
Ｕ
■
■
８
■
■
■
９
０
４
０
■
、
ｒ
○
争
や
巳6

、



を）事前に把握していなかった」と述べた。

レバノン当局は国際刑事警察機構(ICPO)から拘束要請を受け，ゴー
ン被告に事情を聴く方針｡政府は日本への送還を否定している。
レバノン紙アンナハルは4日，ゴーン被告が出国検査をすり抜ける際， レ

ーザースキャンを妨げる特殊加工をした箱に隠れていたと報じた｡
▽
、
●
●
●
、
■

4ゴーン被告を今週聴取へ＝レバノ弩，身柄引き渡し拒否(2020年1月5
日付時事）

【ベイルート時事】日本からトルコ経由でレバノンに逃亡した日産自動車
の前会長カルロス・ゴーン被告に対し， レバノン検察は今週,事情聴取を行
う見通しだ。国際刑事警察機構(ICPO)が日本の要請に基づき， レバノ
ン側に本人の身柄拘束を求める手配書を出したことを受けた措置6
レバノン当局は日本と犯罪人引き渡し条約を結んでいないことなどを根拠

に， 日本側への身柄引き渡しを拒否する姿勢を重ねて示している。地元英字
紙デーリー・スターによればjレバノン検察は日本の司法関係者が聴取に同
席することを認めるか検討する。

ーー

C

レバノン側の情報によると大久保武駐レバノン大使は5日こうした中，

までにジュライサティ大統領府担当相らと会談。ゴーン被告の引き渡しを家

める日本の立場を伝えたとみられる。これに対し同担当相らは弓|き渡しは

困難だという認識を示す‐方，逃亡に？『レバノン政府は関与してない」と重

ねて主張した。

聴取は， 日産資金を自身に還流させたなどとして日本で起訴された事件が
対象になるとみられる｡日本からの逃亡についてIま， レバノン当局は｢合法
的に帰国した｣：(同国外務省）とみなしており，不問となる公算が大きい。

AFP通信は3日， レバノン当局者の話として,聴取がフ曰が8日に行わ
れる可能性があると報じた｡ ． ．‐

一方,ゴーン被告は8日にも記者会見を開いて自身の潔白を主張する方

針。ただ， 日程はなお流動的で,‘ 「一部のメディアのみ出席が許可される可能
性が高い」 （被告関係筋)という。

C

5ゴーン被告, S日に記者会見(2020年1月6日付時事）
" 【ベイルートAFP時事】日産自動車の前会長カルロス．ゴーン被告のス
ポとクスマンは5HAFP通信に対し，同被告がレバノンのベイルートで

8日午後s時（日本時間同10時)に記者会見を行うと明らかにした。これ
以外の詳細は明らかにしなかった。

づｰﾝ被告は日本から逃亡しベイルートi二到着して以来, メデイアヘの発
言をほとんど行っていない。

2
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【参考3】茂木外務大臣による記者ぶら下がり （やり取り概要） （2020年1

月5日）

問:ゴーン氏の出国について

答：

○事実関係については，現在も確認中であるが, カルロス．ゴーン被告人が

日本を出国した旨の記録はないことが判明しており，何らかの不正な手段を

用いて不法に出国したものと考えられる｡･こうした事態に至ったことは誠に

遣憾。 ‘

○既に裁判所によってゴーン被告人の保釈が取り消されたものと承知してい

るが，我が国の刑事手続が適正に行われるよう,今後，関係当局とも調整の

上，関係国・国際機関ともしっかり連携していきたい｡ ‘

、（
Ｉ
』

｢、
Lー

1

Ｉ
■
ｑ
・
巴
ｅ
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Ｉ
■
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■
ｑ
■
■
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↓

【参考S】､鈴木副大臣のレバノン訪問(概要）

1 2019年12月19日から22日にかけて，鈴木馨祐外務副大臣はF｣ イスラエ
ル， レバノン，パレスチナ， ヨルダンを訪問。レバノンには19-20日に滞

1

1
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〃

３

在。 ． ”

220B,鈴木副大臣は，ミシェル・アウン大統領，ナビーフ・ベツリ国会
議長，サアF・ハIノーリ首相への表敬，ジブラーン"バシール暫定外相と

の会談，ヤシーン”ジャロベル国会外交委員長との昼食会を実施。

3アウン大統領への表敬では,鈴木副大臣から，現下のレバノン情勢に関
して, ﾚバﾉﾝの政治指導者が,国民の声を踏まえた対話を推進し,国民
の期待と信頼に応える新政権を早期に樹立することを強く期待する旨述べ

た。また， レバノンが多くの難民を受け入れていることに対し敬意を表し
た上で， レバノンの安定化に向けたアウン大統領のリーダーシップに期待
､する旨述べた。

これに対しｱｳﾝ大統領からは， レバノンが置かれた経済.政治情勢に
ついて説明があり， 日本との二国間関係を強化していきたい旨述べた。

ロー
●

ヘ

に‐
【参考6刃レバノン公安総局の声明(2019年12月31B)

過去2日間に, レバノン国民であるカルロス・ゴーン氏のベイルー器入りに
関する多くの解釈が出ていた｡公安総局にとって重要なことは,前述の国民

今2壬E 〃碇ﾖI ⑥】7＝ ’三牝

い。
一

．【参考フ】ゴーン氏のICPO手配に関するサルハン・レバノン司法相の発言

(2020年1月全日）

（1）ガッサン・オエイダット検事総長より自分（サルハン司法相）に対し
て， 〃’･粥

出されたとの報告があった‘

（2）検察は，同請求を受けて， （ゴーンに対する)尋問を含め，求められて

いる関連措置について検討することとなる。

(3)レバノンと日本の間に犯罪人引き渡し条約がないことから， レバノン

の国内法が適用される｡

C

【参考B】トルコ人関係者逮捕に関するトルコ紙報道(2020年1月Z日）
（1）日本において汚職容疑で保釈中であった日産自動車の元CEOカルロ
ス・ゴ写ン氏は，先日， 日本から不法に出国し， トルコで経由レバノンに入
国した。当件に関して， トルコ内務省は捜査を開始し,現在までフ名が逮捕
された。

Ｆ
Ｄ
Ｄ
①
Ｃ
Ｏ
Ｄ
■
■
Ｃ
Ｑ
■

Ｇ
■
■
ｂ
ｒ
■
ｐ
５
ｏ
８
－
Ｑ
Ｂ
ｐ
■
Ⅱ
■

（2）バクルキョイ裁判所（イスタンブール県）の捜査により現在までフ名
パイロット4名，運送会社であるMNGKargoが逮捕された。逮捕者の内訳は，
とされている。 ‐

準備され，当該機には2名のみが搭乗

社貿易担当部長1名空】:関1，､者2名 申
●
●
●
●
ｑ
０
甲
Ｃ
Ｇ
●
■
●
ｏ
●
凸
Ｆ
●
■
Ｇ
■
０
ｆ
■
Ｑ
▼
。
１
■
■
■
■
９
０

(S)ゴーン氏逃亡のために特別機が準備され，

9
！



『

勺

ー

し，ゴーン氏は搭乗していないよう工作された。
（4）ゴーン氏は特別機がイスタンブールに到着後，逮捕されたMNGKargo

社社員によりアタテュルク空港にて秘密裡に準備された第2の航空機でベイ
ルートに向かった。

（5）ゴーン氏はベイルート到着後， 「司法から逃げているわけではない。不

公正及び政治的圧力から逃れているのである。現在はメディアと自由に連絡
を取ることができるようになった6来週にも会見を行うことができる｡」と述
べた。

. (6)NHKの報道によると，ゴーン氏はzO1S年に逮捕された後，パスポー
トが使用不可となったため，偽のIDを使用し特別機で不法出国した。他のメ

ディアの情報によると，不法出国にフランスのパスポートが使用されたとい
う。ゴーン氏はフランス，ブラジルレバノン国籍を有する。

！

‐－

C （フ）ウオールスW－トジャーナル紙によれば，ゴーン氏は関西空港から
アタテ.ユルク空港を経由し，ベイルートのラフィーク・ハリーリ空港に向か

ったとされる。

I

【参考g】フ.ランス政府の反応(201g年12月31B)

●仏欧州・外務省副報道官によるカルロス・ゴーン氏の状況に関するプレス
との質疑応答概要

（問） ゴーン氏の逃亡に関する仏政府の受け止め
（答） フランス関係当局は，ゴーン氏のレバノン到着を報道により承知し

た。同氏は日本で法的手続きの対象となっており， 日本からの出国を禁じら
れていた。

フランス関係当局は，同氏の日本出国について承知していなかったととも

に，その出国の状況についてもなんら承知していない。
ゴーン氏は日本で逮捕されて以来,仏国民として領事保護を享受してい
た。同氏の状況について，一定の法の原則の実施とともに，在京フランス大

が常時注意深くフオローしていた。フランス関係当局のハイレベルの要請に

より，在京フランス大使はゴｰ字ﾝ氏とその弁護団と定期的に櫛虫していた。

Ｉ

C

、

●カスタネール仏内相によるコメント

「内相としての役割は，国内情勢に集中することであり， 日本の司法に関
する事態や，司法に関するレバノンと日本の間に存する各種協定に関するも
のでは必ずしもない｡他方,私が承知していることは,その国籍iこ関わら
ず，何人も法の適切な適用から逃れるべきではないというこ'とである｡j

1

守
０
０
●
●
。
●
、

Ｄ
ｐ
ｑ
Ｄ
“
■
ｑ
Ｏ
ｑ
■
■
■
■
■

(了） I
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カルロス・コーン被告人の出国とレバノン入国事案

ル
今
力
と
た
め
し
止
覚
け
発
受
紘
皿

年
政
一

昨
たけ

間
受陸 の■H1玉ﾉ鞭舌人0

汁如何｡．

（答）
○昨年1昨年12月S1日、保釈中であったカルロス"ゴーン被告人がレバノ
ンに到着した旨の声明が発表されたところ。 ．

○事実関係については､現在も確認中であるが､カルロスhゴーン被告
人が日本を出国した旨の記録はないことが判明しており、何らかの不
‘正な手段を用いて不法に出国したものと考えられる。こうした事態に
至ったことは誠に遣憾。 一口面

○既に裁判所によってゴーン被告人の保釈が取り消されたものと承知
，しているがく我が国の刑事手続が適正に行われるよう、今後、関係国．C 国際機関ともしっかり連携していきたい。

(了）
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日産を追放された元CEOのカルロス。ゴーン氏はレバノンにいるとの声明を発し， 「不

正な(rigged)」日本の司法制度の「人質」となることを拒否する旨述べており，世界で最
●
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も有名な重役が日本での裁判が始まる数ケ月前にどのように出国できたかに注目が集まつ
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白 O
■

揺るがし， 日本の司法制度の公平さについても厳しい視線を投げかけるものとなった。
▲

ゴーン氏は声明で次のように述べた。 『私は現在レバノンにいる。有罪が前提とされ,差

別が蔓延し，基本的な人権が無視されている不正な日本の司法制度の人質ではもはやない。
● ●

私は正義から逃げたわけではなく，不公正と政治的迫害から逃げたのである｡私はようや
● ▲

守

<メディアと自由に話せるようになった。来週から始動することを楽しみにしている。」
●

● ■ 旬

ゴーン氏の日本出国がどのようになされたかは不明であり，在京レバノン大使館は峨々
｡ ■

は何も情報を受け取っていない」旨述べた｡．
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レバノンは日本との間に犯罪人引き渡しに閏する司法協定を結んでおらず， 日本の法務省
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1

日本のテレご局NHKによれば，不特定のレバノン治安当局者からの情報として8･ゴーン

氏に似た人物が別の名前を使ってプライベー歩ジェットでベイルート国際空港に入国した

とのこと。 ． 、

ウォールストリートジャーナルによれば，ゴーン氏は日本を出国し， トルコ経由で月曜日

にレバノン入りしたとのことで,近日中にゴｰﾝ氏は記者会見を開くと報じられている．
■■－

2MTV(アラビア語テレビ放送局のネット記事) .

BO日夜， カルロス･ゴーン氏の日本逃亡の報に接し,外国報道記者は忙しい時を過ごし

た。ゴーン氏は近く日本で裁判にかけられる予定であり， 日本の強固なガードからこのよ

うな形で逃れるのは簡単ではないため，当初，情報が出回った際に多くはこれを重要視し

ていなかった。 ・

レバノンでは報道が出回った際， 日本大使はちょうど会食中であった。MTVは取材を試

みたが， 日本大使は報道に驚くとともに， 日本政府としては何も本件に関する情報を有し

ていない旨述べた。

この時，ゴーン氏は既にベイルートにいた，詳しくはキヤ･ロル夫人の家族の家にいたので

ある。この*鑓が出る何時間も前からベイルートにおり‘情報筋によると，アウン大統領

とも面会し，またレバノン当局の手厚い警護を受けていたとのことである。

ゴーン氏はまるで警察映画のようにレバノンに入国した。オペレーションは「バラ・ミリ ・

タリー(baraaskariya)」というグルマプによって実行され，米国にいた夫人も同行してい

た｡日本の住宅で夕食に楽団を呼んでｺﾝｻｰﾄを行った後,同楽団の運ぶ楽器ｹﾆｰｽに
隠れて運i熱た後‘日本の空港から出国した｡

どのように彼が空港の出国管理を通過できたかに疑問が集まっており,それは不明のまま

であるが，最も重要なことはそのパスポ〒.ﾄである。彼はフランスのパスポートを使って

プライベートジェットでトルコ経由でレバノン入りしたと見られているが， どのようにし
． 《

てフランスのパスポートを入手できたのであろうか。 ．
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日本で逮捕されていたカルロス・ゴーン氏は, トルコ経由でベイルートに到着し，バアブ
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0

信電
0

ダ宮殿を訪れ，アウン大統領と面会したとされる。ゴーン氏は，複雑な警護オペレーショ

ンを経てﾄﾙｺからプライベートジェットでﾚバﾉﾝに到着した｡情報筋によれば,西側

の国の警護組織が出国・入国オペレーションを実行し，ゴーン氏保釈中に日本を出国する

ことを禁ずるという日本の検察判断をすり抜けることを可能とさせた。
一

4ナハール紙（アラどア語）

ジュライサーテイ大統領府担当国務大臣は,ナハール紙に対して，カルロス・ゴーン氏の

レバノン入国に関して， 『私はゴーン氏の日本出国に関して何も情報を持ち合わせていな

い｣旨述べた。また’ジｭﾗｲｻｰﾃｲ大臣は,先白会談した日本の外務副大臣に,日本

の当局が国連腐敗防止条約に基づきゴ畠ﾝ氏をﾚバﾉﾝに引き渡すよう要請している件を

伝えたと述べた。

ｱﾙべﾙﾄ｡ｻﾙﾊﾝ司法大臣は;昨夜ﾅﾊｰﾙ紙に対して,ゴｰﾝ氏がﾚバﾉﾝにいる

かとうかについて承知していない旨述べた。

転電.《添付無》シ､Iノア危機関係公館、キプロス（了） ． ．

ｰ

注意

C 一
一
一

鯛
柵
眺
州
肘
蝿
噸
雌
鮒
鮒
鰯
臓
噸
辮
錬
極
処
理
班
内
線
四
二
一
三

Ｃ

’
一

I

四
二
一
四

一
。
一

８

に
連
絡
願
い
ま
す
。

I

●
●
●
《
″
日
Ｄ
Ｂ
Ｂ
Ｐ
■
●
Ｄ
■
■
■

I
！

●
●
０
９
●
■
。
●
４
●
。

1

003/003外務省
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保存期間:令和5年12月31日茜
串
E己

1 A

信
秘密指定解

|霞 公文書監理宝

● .

主管

レバノン発

・ 本 省着

大久保 武大使

中東1
令和2年．1月 1日

注意

日。レバノン関係

■
’(－ 二一

凸

篭
報
に
関
す
る
照
会
は
情
報
通
悟
課
来
電
処
理
班

電
報
の
取
り
扱
い
は
慎
重
に
願
い
ま
す
。
。
．

■ 1

P

第1号秘’

9 』

一

r~-
一四戸 内
線
四
一
二
三
・
四
二
一
四
．
に
連
絡
願
い
ま
す
。

’
１
凸
０
０
１
１
勺
１
１
，
ト
ー
０
口
‘
．
“
１
、
Ｉ
０
１
１
０
１
ｌ
ｌ
ｐ
ｌ
・
■
１
４
■
ｌ
ｆ
０
Ｄ
■
１
４
６
１

4

③

㎡
8

001/002外務省 1

I

次頁不開示

｜ ，ざF苗 弓I
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画ルク

‐
R0000.040

保存期間：令和3年1

01/02 p･3 5-0

禁止】【複写禁信
ーg＝

泌密指定解
公文書監理室

本文書に含まれる情報の取扱いは、厳に「知

本文書に含まれる情報を漏えいした者に対し

50万円以下の罰金).が課される場合がある

鰹鶉論報下の懲役又‘
j磁享

■
ａ

ｌ
２ 藍に基

‐ ・主．管

レバノン発中ア局

面本 省着．

大久保 武大使

総番号ROOOOO40

令和2年 1月1．日 ･20時36分

令和2年 1月 2日 3時36分

外務大臣殿 。
2

注意

行
、
｝

， k ･

日。レバノン関係
一二

’

圃
一
鯛
鯛
＃
ｉ
副
鎭
篭
処
理
御
恥
観
四
コ
割
．
四
二
一
物
に
劉
劃
譽
剛
－

１

‐

ｌ

衿

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

磁
報
・
に

一
電
報
の ~篤襄配欝

’

４
６
０
１
日
Ｄ
・
・
・

空
Ｉ
“
１
１
１
１
１
‐
↓
０
，
８
■
・
Ｉ
ザ
ワ
ー
６
２
。
●
。
・
・
・
１
口
“
■

Ｇ
ｑ
Ｉ
ｊ
６
Ｕ
Ｄ
ｐ
，
ｒ
８
６
Ｇ
ｒ
ｌ
●

Ｏ
Ｂ
Ⅱ
■
●
■
。
●
Ｄ
ｐ
Ｇ
９
。
。

' OW003

三一一一一主 ■■■■■■・

汁百･1>I下ワ百不掴目

外務省

■ 一
示
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’
$

電信 保存期間：令和5年12月31日迄

秘密指定解

函 公文書監理幸

U

､

. ~

凸 I

ｒ

１

１
３
日
日
殿

０
１
１

０
１
臣

０
月
月

０
．
１
ｉ
大

Ｏ
Ｒ
年
年
務

’
２
２

号
外

番
和
和

総
令
令

主管

レバノン発

本 省着

大久保 武大使

中東1

剖

注意 Q

b

D

、

二
避
報
に
関
す
る
照
会
は
情
報
通
信
課
来
電
処
理
班
内
線
四
二

電
報
の
取
り
扱
い
は
慎
重
に
願
い
ま
す
。

（
１
１
」
．
．
（
鞭
！
）
．

日。レバノン関係
1

■■■
〃

第2号秘’ 二二二

一
・
三
・
・
四
二
、
’
四
に
連
絡
願
い
ま
す

●
宅
伊
６
●
９
Ｊ
●

1

｡

■ ■ I

I

｜
Ⅱ

辞 ｡ む り

郡尹

0

‘次頁不開示 001/002添付有(1) 外務．省

’



24｜
、

I

保存期間：令和5年12月81日迄

匡雪

信
壼
弔

秘密指定解除
公文書監理室

’
q

ｑ■
ｄ

凸〆●８３
日
．
日
殿

０
１
２
０
臣

０
月
月

０
１
，
１
大

Ｏ
Ｒ
年
年
務

２
２
号
外

番
和
和

総
令
令

主管
｡

レバノン発

本 省着

大久保 武大使

中東1

注意

日・レバノン関係

■
一
一

－
，
１
ゞ

露
蝿
咋
蝿
吋
鋸
噸
匿
雛
葬
醗
聴
噛
鐸
舞
邇
処
理
班

0

第4号秘■■■■■■■■

．一■■ ■■ ■■■ ■ ■■ Ⅱ■■ ■■ ■■■ロ

r－
L 内
線
四
二
一
三
。
四
二
一
四
に
連
絡
願
い
ま
す
。

’
１
口
。
■
ｆ
ｏ
０
■
甲
“
’
ｌ
ｐ
０
ャ
ｂ
●
。
ｂ
●
■
早
■
■
？
Ｄ
２
Ｊ
■
。
◆
、
４
６
０
０
Ｆ
■
■
Ｉ
４
Ｉ
ｌ
８
ｂ
ｏ
０
ｆ
Ｄ
ｌ
Ｄ
８
Ｄ
■
９
口
・
も
。
。
。
。
ワ
。
０
Ｇ
口
日
ロ
ロ
ｂ
Ｕ
ｏ
ａ
ｌ
“
１
．
ｂ
９
ｏ
Ｄ
Ｄ
●
■
６

●

001/002外務省

次頁不開示

、－房戸『 一言一万茸一元一一戸〒司壺ーー〒言司冒

Ⅱ



Z5

電信 保存期間；令和5年12月31日迄

秘密指定解

雷 公文書監理室

■

●
寺’

０
臣

、

主管総番号

令和

令和

外

１
日
日
殿

１
２
２

8

レバノン発

本 省着

大久保 武大使

中東1

意
二
電
報
に
関
す
る

注
一
電
報
の
取
り
扱
い
．
は
慎
重
に

（
上

,日。レバノン関係
1

1
■

､

第7号秘’

照
会
は
情
報
通
信
課
来
醗
処
理
班

い
、
は
慎
重
に
願
い
ま
す
。

Ｉ
１
１

、
。
〆
Ｌ 内
線
四
二
一
三
七
四
二
・
一
四
に
連
絡
願
い
ま
す
、
。

。

3

001/002
外務省

次頁不開示
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I

信
牽
里 保存期間：令和5年12月劉日迄

函 厩琿買

』

〃

総番号

令和

令和

：外

主管

中東1ルコ発

省着

夫大使
刀
口

卜
本
日島宮

0

注意

’カルロス．ゴーン氏のレバノン入国
〃一

[‐ ｰ二

唖
燕
妹
輔
”
羅
噸
罎
津
葬
醗
趣
帳
塞
葬
電
処
理
班
内
線
四
二
一
“
三
・
四
二
一
四
に
連
絡
願
い
ま
す
。

ｒ
』

｡

第3号(取扱注意） ’

往電第2号に関し，

● 子

や

■

1
1
1

I

4 口 ■

ｰ

･

■、Q
●■

｜オ

001/001外務省

【

’I
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電信 保存期間：令和5年12月31日迄

圀
８
９
■
■

Ｄ

Ｉ

Ｌ

Ｉ

Ｉ

一

■

注意

C 二ー

一
割
に
閥
す
暑
廓

一
恨
刀
攻
り
及
、

祁
剥
通
祁

璽
二
頭
、

ー

一
■
巴

こ

二
６
１
８
０
６
７
Ｆ
●
●
●
◆
ｂ
■
Ｂ
ｄ
Ｃ
０
ｏ
●
０
４
９
０
●
●
●
■
０
．
０
７
９
■
■
■
ｐ
Ｇ
■
■
■
■
■
凸
■
《
■
Ｉ
Ｒ
Ｕ
●
の
ｄ
ｒ
９
□
Ｃ
Ｄ
凸
０
■
凸
■
■
■
■
Ｕ
Ｏ
Ｄ
Ｑ
■
■
９
９
０
４
◆
０
〃
■
９
０
Ｑ
■
◆
◆
◆
９
●
▼
●
●

す
、

I

001/001
外務．省 二

９
６
４
１

● 0．

■ ● 0 ●
●

ロ ● ■

｡ ●

● ● ● ■

｡ ◆

● 令 ｡

● ｡ ◆ ■

● ゆ ｡

■

●

■

●

○

D P ●

守 ヂ ● ●

総番号ROOOO115 主管
0 ●

● ●

令和2年1月 2日■■■■■■■ ．レバノン発
● ●

令和2年． 1月2日■■■■■■■
｡ ●

中東可
■ ●

●● 本 ・省着

外務大臣殿 大久保 武大使
◆ ｡

■ ｡ ●
■ ら

● ■ ●

■ 勺 ● ゅ

、 ●
、 凸

日。レバノン関係（カルロス・ゴーン氏の.ICPO手配：速報）
● ●

● ､

C ●
q ●

‐ 『

● ●

｡

◆ 勺

1■

｡ 。 、

● 句

● b

′ ・
● ■ ● ｡

第6号■■■■■■■■■■
● ●

● ●

●

の
｡ 〃 ●

1月2日，当地各メディアは速報でカルロス･ゴーン氏に対するI.CPO手配を報じてい

るところ，以下のとおり。

●

◆

● ● ｡ 、 ｡

0 F
O

●

タ

● ●

守 ・

● ● Q ●
●

● 6

アルベルト・サルハン司法大臣は， レバノンの検察当局がｲ‘ンターボ字ル

リカルロス“ゴーン氏に対する赤手配(rednotice)を受領した旨認める。
● ｡

転電《添付無》シリア危機関係公館、キプロス（了）

(ICPO)4

0 つ

● ■

① ● ､

● ｡

●
◆ P

■ ●

●

▲

⑪

d ● ◆

｡ 、 ．

C

･ タ

■
■

｡ 『

ａ

■

●

●

●

8 o
｡ ● ●

● Q

β ■ O B

0

○ ●

● ●
o ｡

● ●

● ●

9 ●

● e O

F ●

●

■

●

●

● b O ■
■ ■

『 。 。

■ 由

｡ ■

｡ ‐ ●

C q ●

■
●

q 凸 ロ 6

● ｡

● 凸

●

●

U ● 凸

の ●

● ●

● ● ●

● ●

● ●

■
。

｡ △

● ●
● ◆

ロ

● 凸

｡ 『 ■

● ｡

■■ ●

● ■ ● ●

● ●
■ ● ● ● ･
守 ●

ロ
e ○ 凸

● ◆

○
● 』

● ● ◆ 巳

夕●

ザ
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願
尾 信 保存期間§令和5年12月31日迄

園

二
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｉ
卜
■
■
■
甲

R

■■■ー

注意

C 一一一

珊
鱸
眺
棚
肘
鵬
噸
齢
鮒
鮒
蠅
剛
囎
鍛
錬
堀
拠
理
班

■■■■ﾛ■

ぐ 内
線
四
二
一
三

引玉IC

四
二
一
四

刀1ム令C

に
連
絡
願
い
ま
す
。

口
８
曲
ｇ
ｏ
●
。
▲
０
０
０
．
９
℃
－
６
■
巳
■
ｐ
ｌ
Ｇ
０
■
■
●
Ｇ
ゼ
ワ
●
と

６

”
。
●
Ｃ
Ｑ
４
Ｄ
■
日
９
４
口
■
■
■

》

。
〉

1
001/001外・務省

● 、

● ･

●

■ ､

● ロ

ゆ o
●

● ● ｡

の ●

総番号 .ROOOO141
● ● ●

｡ ● ■

令和2年 1月 2日■■■■■■ レバノン発

令和2年 1月 3日■■■■■■ 本 省着

主管

中東可
｡ ●

外務大臣殿 大久.,保武大使
0

句

司 り

●

■

0 ■

0 ●

日・レバノン関係（カルロス・ゴーン氏のレバノン入国 ●
■

D 、

報道） I■

ゆ

O ● P ● ｡

Q b
O

G

、

第14号■■■■■■■■■■

往電第S号に関し，
● ■

● ｡

c ｳ

■ ■

● ▲

0

0 P

1月2日夜、当地民放MTVの番組の中でゴーン事案について報道されたポイントは以
。■ ●

｡ ｡

◆ ● ● ｡

下のとおり 。
｡

● 0 、 ■

● ■ 凸

● ●

0 0 ｡

●

■

G

●

1 ゴーンは、日本を出国する際に偽造されたスウエーデン旅券を使用した模様である。
● 、

Q

● ◆

◆ ● ■

●

● 伊

2 ．ゴーンが搭乗したプライベートジェットは、日本からトルコに向かう前に韓国に立ち
■ ●

寄った模様である。

S

● ●

巳

。 ｡ ． 『
●

●

○

・ ●

■ ●

O 争

｡ 、

｡ ●

凸 。■ 凸

● ●

｡ ●

●
●

C D

● ●

b ウ ●

0

上人オ
一

…謎た摸撞重ある ◎ ． ．
p ■

｡ ●

● ｡

転電.《添付無》
●

シリア危機関係公館、キプロス（了）

●●

■ ，

1■ ●

● b

● 0 守

色 ● ◆

Q 。 ■

●

●

0

●

9

● ● ●

● ｡

● ◆ ●
▲ e

●

●

4

0

｡

● ■ ●

■

｡

●

0 ●

‐

●

■ ●

■ ●

◆

●

● I

①

ー
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》

~

電信 保存期間：令和5年12月31日迄

巨圖

争
阜

注意

へ

と一一二

噸
繍
眺
帆
吋
繩
噸
鯰
剛
鮒
剛
剛
囎
舗
錬
電
処
理
班

一

C、 内
線
四
二
一
三
・
四
二
一
四
に
連
・
絡
願
い
ま
す
。

童一一は値

８
ｂ
Ｄ
Ｏ
Ｇ
◆
●
伊
■
Ｃ
●
●
■
●
◆
●
や
り
■
■
■
ｂ
ｅ
。
４
◇
●
●
Ｄ
●
Ｇ
１
Ｃ
Ｄ
ｂ
６
ｂ
Ｂ
Ｄ
６
０
●
●
●
Ｄ
Ｄ
Ｄ
●
Ｄ
Ｄ
ｂ
ｆ
Ｄ
■
。
早
◆
Ｇ
●
●
Ｑ
？
●
①
●
。
●

001/001外務．省

D
f

4 凸 ● も q

● ◆

■ ●

巴 句
●

● タ ｡ ■

Q ■

’ ｡

● ･ ●

■ ● ● Q

C O ｡

● 甲 ●

■

P G

総番号ROOOO1SB 主管
●

●

日
日
２
Ｓ

月
月

１
１

年
年
２
之

和
和

《
洞
今
乖

■■■■■■ ． ・ しバノン発○

■■■■■■ 本 省着
白 ● ｡

｡ ▲

ﾄ の ■

外務 大臣殿 大久保 武大使

中東可

｡ ■●

● の 合 ､
●

● 1

｡ ■ ●
、

●

日・レバノン関係（カルロスJゴーン氏のICPO手配に関するサルハン司法大臣の発言
● ●

:報道） ● ●

◆ ●

0 口

｡

■

0 ●
●

①

●

◆ ■

p ● ■

第13号■■■■■■■■■■

往電第6号, 8号に関し,．

■ ●

Q

●
●

●

■P

● q

● ● ●

O ● ●

守 ○

● ●

■ ● ■

1月2日付レバスン国営通信は，カルロス・ゴーン氏のICPO手配に関するサルハン
● ●

司法相の発言について報じたところ，概要以下の通り。

● ●

Q ●

④ 巳 ● ● ●
■ ● ●

1 サルハン司法相は次の通り述べた。
ク

■ ●

q 守

O ●

（1）ガッサン･オエイダッ.卜検事総長より自分（サルハン司法相）に対して, ､特定の人

物の遥

(2）

陰

Q
■

を請求するインタ､一ポールのいわゆる「赤手配書」が出されたとの報告があった｡．
●

●

● ●

q ●

こついｰ
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

一●△－■

することとなる 。

● ■

■ ｡

。
●

Q ●

■

q

Q ● の

2また，サルハン司法相は， レバノンと日本の間に犯罪人引き渡し条約がないことから，
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電信

治的圧力から逃れているのである。現在はメディアと自由に連絡を取ることができるよう

になった。来週にも会見を行うことができる。 」と述べた。

6. NHKの報道によると，ゴーン氏は2018年に逮捕された後、パスポートが使用不

可となったため,偽のIDを使用し特別機で不法出国した｡他のﾒヂｨｱの情報によると”

不法出国にフランスのパスポーマトが使用されたという。ゴーン氏はフランス，ブラジル，

レバノン国籍を有する。 ．
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秘密指定解除
公文書監理室

極秘作成部数
も

極秘⑳
極秘･秘

･取扱注意・平･取扱注意・平
〈

・取扱注意･平
操.~･…:…..….………....一~．........一……...…一.~………………....…….....….･i
| HOOOOO20-004 部の内 号

秘密指定権者決裁

謂令溌謬患曝！
令和、 年 月 日
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決定迄、署名迄保存期間に同じ

鷲公瀧| ;:鰯
､

1.個人情報

2法人情報

公安秩序

内部検討

事務支障

指
情く

４
５
６第5条該当号数） 外交h

』

主管 情報通信課長｜
（発電係） ！

保存期間

"0" ( 5¥)

（ 3年） （ 1年） （1年未満）
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識
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注:懸鵯箭聴溌瞥軒、 砂.．
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縄

●秘書官が御了承とする場合には了承
日付を決裁時に記入すること。
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塵 |取扱注意’取扱注意

■

主管総番号
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令和

外
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2年 1月 3日｜ 二’
2年 1月 3日 |J_ |

務大。 臣殿

中東1・ 卜

本

宮島 昭

ルコ発
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夫大使
『
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'月3日､当館福岡書記官から､ ｜
｜を質したところ､以下のとおり述べ
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■

も

。

1

● ◆ ■

● ● ● ● ●

o bO

● ●

◆ ● ｡ ●

● ■

■ ● や

〆 ■ ■
G ● ●

◆ ､

q Q

● 0 ● ◆
U

総番号ROOOO127 . ･ . 主管
｡ ◆ 句

■

令和2年1月2日■■■■■■
●

●● ●

レバノン発
● ● c

令和2年1月 s日■■■■■■ 本
Q

■ ● 省着

中東可
e g 争 、 ● ●

●

●

日 ■
●

外務大臣殿 大久保． 武大使

‐ ● C

● ●

◆ ﾛ

の ●● ● ●

レバノン関係（カルロス・ゴーン氏のレバノン入国:報道)
○ b

。
■

● ｡

・ 9 ◆

● ■ 巳

●
0

●

●

●

●

●

●

｡ 。

第B号■■■■■■■■■■■
O■ 。

9 9

q ●

｡ ●
、 ●

｡ ●

■ 甲 の 凸 。

往電第6号に関し， ■ ●

● ■ Q 町 守
● ■ o●

d 守

一

● ● ● ､
● ｡

1月1－z日付のカルロス・ゴーン氏のレバノン入国に関する報道とりまとめ概要以下の

とおり6

● ●

｡ ●

C O

● 0 ●
●

Q ●

C D

● ◆ ●

d ●

●

1 当地デイリースター（英字紙） ● ●

◆ ●

O G 巳

（1） トルコ警察は， 4人のパイロットを含むフ人を拘束，カルロス・ゴーン氏がレバノ

ンに向けて白本を出国した後，イスタンブールをトランジッ卜した件について捜査してい

るとメディアに向け発表した。フ人は木曜日に裁判所で証言する予定とされている。また
c c

8 ｡ の ｡ ● 4

トルコの内務省がゴーン氏のトランジットに関する捜査を開始した旨報じられている。 卜

ルコの国境警察はゴーン氏の到着について知らされておらず‘その出入国は記録されてい
① b

ないとのこと。日本の公営放送NHKによると，ゴーン氏は保釈時に2通のフランス旅券
o ● ｡

a ●

の内の1通を鍵がついたケースに入れて保持することが認められていたという。
申 ●b

（2）フランスのパーエーリユナシエ経済･財務大臣付副大臣は,

取材に対して， 「仮にゴーン氏がフランスに入国していれば，
b

◆ ･

フランスのテレビ局の

『

フランスは日本から要請が
● ■

あったとしても，引き渡しには応じない。なぜならフランスは国民を一度も引き渡したこ
｡ ● ● ■ ● ●

巳

●

とがなく‘ゴーン氏についても他の国民と差別することなく同じ原則を適用する。他方，

彼は日本の司法制度から逃れるべきではなかった｡．』と述べた｡
凸 、 ●

● 争

｡

$
●

q

の ■ D

C

、

｡

●

●●



電信

(3)アウン大統領府の高官はAFP通信の取材に対して0･ゴーン氏は.｢大統領宮殿に来

ていないし，大統領とも会っていない」と述べ,ゴーン氏裁レバノン入国後にアウン大統

領と面会したとの報道を否定した｡

（4）サルハン司法大臣は， レバノ．ンの検察当局がインターポールの国際事務局より

カルロス・ゴーン氏の件に関する赤手配書を受領した旨認めた。司法情報筋によると，ゴ

ーン氏は来週レバノンの司法当局に出頭する予定であり‘検察の事情聴取を経て必要な司

法手続きを取るとのことである。なお，同聴取に日本の司法当局の訪問団の同席を認める

かどうかの判断もなされる予定。サルハン司法大臣は， 「レバノンと日本との間に犯罪入

引き渡しに関する二国間条約がないことから， レバノンの国内法が適用される」 .と述べた。

（5）レバノンの弁護士グル土プは，ゴーン氏を「イスラエル入国及びイスラエル・ボイ

コットに関する法律違反」の罪で，検察に対して訴訟を起こす旨報じられている｡､訴訟は，

ゴーン氏が『イスラエルと交わした幾つかの契約書に関する情報及びイスラエルで行われ

た幾つかの経済会議への出席｣が元となっているとのこと。ゴーン氏の最も物議を醸した

イスラエル訪問はb 200B年に日産ルノーが行った中東ツアーの畠環で，電気自動車ネ

ットワークのプロジェクトに関して発表した他,ｵﾙﾒﾙﾄ元首相やぺﾚｽ元大統領と面

会している。

一一
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一

2.英インディペンデント・アラビア語版

（1）東京の家からの脱出の経緯は，音楽バン膜がゴーン氏の家を含む近隣の家を15分

ずつ回る間に，ゴーン氏はバン膜の一員として仮装した上で，楽器などを運ぶ輸送トラッ

クの中に隠れて東京郊外まで行き，そこから『バラ・ミリタIノー」の警護の下,京都まで

輸送器ラックで移動,更にプライベート車に乗り換えて関西空港まで行った。

（2）.かかるオペレーションは，バラ・ミIノタリーと･トルコの準情報機関によって実行さ

れ，それを裏で取り仕切っていたのは米国にいたキャロル夫人である。なお，キャロル夫

人の家族は， トルコとの特別なコネクションを有している。キャロル夫人は, ･このオペレ

ーションを実行するグループに， フランスのパスポートのセカンドコピーを渡すことが可

能であった。フランスのビジネスマンはパスポーさ卜を二重に有する三とがよくある。

(S)また，オペレーションの実施は12月24日の夜から開始したが，その準備には少

一
●
も
Ｃ
ｌ

－
６
●
■
ｒ
”
●
①
Ｄ
Ｐ
Ｃ
●
０
■
０
ｂ
■
■
ｐに

連
絡
願
い
ま
す
。

Ｔ
Ｏ
△
Ｅ
●
ｐ
４
０
０

■
Ｄ
■
■
ｒ
■
■
Ｄ
Ｄ
ｐ
Ｆ
Ｄ
■
Ｆ
Ｄ
ｑ
－
Ｕ
■
ｏ
Ｆ
ｐ
ｒ

1
ｰー

002/003外．務省
1

！



p 0

1

電信
E

なくとも2ヶ月間を要し，そのコストは少なくとも2000万ドルかかった。

（4）レバノンにおいては,大臣級の情報筋によると,少なくとも数週間前から治安･政

治関係者は本件を把握していたとのことである。キャロル夫人は政治家達から，ゴーンの

レバノン入国をｱｳﾝ大統領との面会後に公開することに対する許可を取り付けていた。

（5）政治家兼弁護士のアミーン･パｼｰﾙ氏は， ヒズボッラーに続きカルロス・ゴーン

の件で， レバノンは国際社会からならず者国家の認定をさらに確固たるものにしてしまう

おそれがあるとコメント。更に，本件にはジブラン・バシール外相が絡んでいるのではと

し，ゴーン氏が誰の協力もなしにレバノン入国力河能なわけがないと述べた6

（6）外交筋によれば， 日本から本件に関してレバノンとの対話要請があったという。日

本の当局はゴーン氏がどのように日本から出国したか，また現在の所在に関する幾つかの

情報を知っているとのことである。通常， 日本は他国とは事を荒立てることを好ま談，協

力関係を結ぶことを優先するが, もしレバノン当局が本件を事前に認知していたとすれば，

関係悪化が避けられないであろう。

､転電《添付無》シリア危機関係公館､キプロス（了）
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寺

● 、

カルロス｡ゴーン氏のレバノン入国(トルコで拘束された容疑者らの裁判所送致及びMN.

G航空による刑事告訴:報道）

， ◆ ●

の け ●

● ｡ ●
邑 凸

● ●

● ｡

第6号■■■■■■■■■■
● ー
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● ●

o q ：●

9 ．

●

* 血

今 ■

● 9

● ●

1月S日 9

● ●

当地報道はカルロス・ゴーン元日産CEOの逃亡を手助けした容疑でイスタンブ

－ルで拘束されたフ名が裁判所に送致された内容及びMNG航空による「刑事告訴」にっ
◆

C D ● ●
●

いて報じているところ，概要以下のとおり。
● ●

●
●

q q O ヶ

凸 今
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◆ q ‘■

1容疑者フ名の裁判所への送致
● ● ■

凸 ● ●

● ■ ●

(1）日本からトルコのアタテュルク空港経由でレバノンに逃亡したゴーン氏の逃亡を共
● 令 0

助した容疑で開始された捜査において，昨2日, .民間航空会社のパイロット4名（イニシ

ヤル:N.P. ’ 0.B､B、 3 S.K. 、 B.K.S,) 、 同会社責任者1名（イニシャル:0.K.)
● ●

、 、

ロ 空港グ
● ● ●、

● 守

ラウンド会社2名（イニシャル:F.K､ ， ？.M.H､）の合計7名が拘束された。
● ●

●

（2）イエシルキヨイ・ジエヒツト・シヤキル警察署(Ye?ilkoy?ehit?akirTosun
● ●

PolisMerkezi)における手続き完了後，容疑者らは本S日，バクルキヨイ裁判所に送致さ．

れた
、 ● ● 句 Q

■ ● ● ,
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● ■ ●
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(3) トルコ内務副大臣は，ゴーン氏逃亡に関して捜査官2名により捜査が続けられると
● Q●

発表した。 ● ●
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2MNG航空による『刑事告訴」 ．

（1） 1月1日, MNG航空はカルロス･ ｰﾝ氏が日本から逃亡するために使用したﾁｬｰ

ﾀｰ便が違法に使用されたとし，刑事告訴に踏み切った。

. （2）同航空会社は, ｢2019年12月, MNG航空は特別機1機に関してドバイから大阪

大阪からイスタンブールに， もう1機をイスタンブールからベイルートの別々の飛行ルー

トのために別々の顧客に貸し出した。当該特別機2機はそれぞれ関係のないものとして示

されている｡ （逃亡に使用された）2機の特別機使用に関する公式文書にゴーン氏の氏名

は存在せず,特別機はMNG航空所属のものでないにもかかわらず, MNG航空によって管理さ
れた。」と発表した。

(S)MNG航空は，公式文書上登録されている搭乗者のためではなく，ゴーン氏の便宜に供

与された二とが明らかになった後,内部調査を開始し， トルコ国内において罰するために

1月1日に刑事告発した｡

（4）捜査責任者の尋問に対して, MNG航空社員1名が上司に黙って文書改ざんを行ったと

認めた。

（5）同社員は，他の違法行為を行った協力者に関する捜査に協力している。
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S.MNG航空概要‘

1996年に設立後， ドイツ，英国， カザフスタン, UAE, フランス0 1ノビア， ロシア･｢

､中国と定期便を開設するトルコで定期便を提供する唯一の貨物専門民間航空会社｡本社は

イスタンブールであり，トルコにおける航空貨物のSS%のシェアを占める。 ，

転電.《添付無》イスタンブール、レバノン､フランス（了）
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【複写禁止】保存期間:令和3年12月信
ヨヨ

秘密指定解
公文書監理室」限定配布

4
F

轆駕論報下の嬢役又ゞ
b

■

本文害に含まれる情報の取扱いは、厳に「知

本文害に含まれる情報を漏えいした者に対し

50万円以下の罰金）が課される場合がある

』蝿雲
旬
“
あ

１
２

､主､管

レバノン発中ア局長

■
・ ・本 省着

犬久保 武大使 ・

総番号 R0･000225

令和2年 1月 3日

令和2年． 1月 3日

外務．大臣殿

■

ａ

ｌ

■

、

－

４

、

注意

日。レバンン関係 ｜r
、‐二

唖
輔
咋
蝿
街
手
動
酔
酔
酔
醗
印
竜
蠅
認
舞
樋
処
理
班
内
線
四
二
一
三
・
鴎
四
二
一
四
に
連
絡
願
い
ま

Ｃ

＝極秘

:布）

J

1

唖 I

■■省■■次頁以下2頁不開示外職
一

001/003

’
１
１
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『

秘密指定解除
公文書監理室 藍|極秘⑬．取扱注意･平

驚|極秘･秘・取扱注意平

I

穣…......~~.~~一.~~~.~~~~~~~..~~.…~~.……....~.~~.~…..…~….~......~~..~..~~~.~~~~~~.....…….~.I

iWooOoo23-004
D ｡

極秘作成部数 部の内
ロ
一
勺

秘密指定権者決裁
i 令和2年 1月 4日 ’ ｜ I
－…-…･-------.---‐-．……-…･…………-…-..号---.---．･･･…--………･…三弓二:．-………-･…･････…：

電信案

密
葎
銅’
令和 年 月

決定迄､.署名迄、保

令和 年 月 日迄､公表迄、

決定迄､､署名迄、保存期間に同じ

雲霧’
個人情報

法人情報

外交情報

指定事由

鯖報公開法

第5条該当号数）

１
２
３ 6事務支障

I

『

情報通信課長！
（発電係)~Y

主管

保存期間

(30¥) (10年)③
（ 3年)， （ 1年） （1年未満）
一一一一.-凸ﾛｰ凸や．字？寺争．句..－=－－－．－－‘-‘一‘--.-,---凸｡－‘..‐口一一一墨．

令和 7．年12月31日迄

注:蝋蕊罷か篭舗壁P、

一、

L_

完結令和 年 月 日
勺 日

起案.令和 2年1月 4日

閲’’
起
案
者

●●●少今■一一一凸－－－－－＝｡｡‐の凸｡◆‐争守宇ママー申一一一一ローーーーーー‐ー中｡｡守口の｡‐･●‐4■‐

●秘書官が御了承とする場合には了承、
日付を決裁時に記入すること。 ’ 5231

森川洋也

協議先 。 fQ
‘＃, ，
0 ．1 K.4
0．，罰

溌
#,：。
駒

の 句

も .1 ．

.* 4

r-
、--

I

9= c

｡

ｑ

Ｕ
Ｂ

驚雪あて外務大臣ゞ■ U ■

在《添付無》レバノン

一一一・---------:----.-,-------．凸-----口．=---. -------...-。｡、…-.----------..．…・・や一・－--古－－倉-...--≠‘…ﾕ……･･------･…･･や-...1口-..----管-..----..-｡-｡･--,ﾛｰ吟争…･一宇･---..---.,時－－･…．｡･--

件名ロー ’ ．,f､ ，、､日印霊’ 1日”レバノン関係｜

ー｡▲口‘■ローマ｡●タヶザー？．＝＝＝一一一凸一＝一曲『凸砂■F－■タョーーー垂■一画会＝‐砂一一＝｡●ご‐･の勺伊ザチ
O

9 Q

G

＝デマ一一一一一一一一一一画一＝ー‐一一‐P＝一＝＝■－占凸●ケ

パターン・・コード
「
８
９
９
■
ｂ
９
Ｊ
４
Ｊ
１
Ｉ
ｔ
ト

ー
号
鵬

撚
箆

一
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Ｔ
８
８
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
０
Ｇ
１
９
８

一
誇
イ
ー

ー
奉
東

蕊
中－
－
■

大至急 I 要処理 I
q ９

０
凸
ｑ
■
■
ｐ
０
１
Ｂ
■
ｆ
ｒ
ｒ
ｈ
Ｉ
■
０
り
む
■
■
レ
ウ
ｄ
■
■
凸
Ｑ
５
．
０

平
成
二
・
十
年
十
二
月
改
訂

震 ’篶壼鑿蟻て1 大至急i .
|’《添付無》

〃

添付ファイル

’
、

’GB－1 回覧番号I
外務省

’

｜ 、 、 ー
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往電中東1第19号に関し，

ｒ
、
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亡

ｑ
・
も
。
Ｉ
ｑ
Ｆ
１
ｆ
‘
０
Ｊ
守
り
０
１
１
，
，
１
０
４
０
。
・
Ⅱ
ｒ
１
１
０
１
１
，
℃
０
■
，
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０
■
０
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０
１
■
１
１
１
■
０
■
ｌ
占
・
１
１
：
１
１
０
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秘密指定解除
公文書監理室 謝|極秘⑬．取扱注資軍

簡|極秘･秘・取棚意･平
極秘作成部数． 部の内 号
一一 ＝一二=一

添◇付

’
グ

|後転電’後転

幸宅

０
■
０
９
Ｆ
６
１
９
Ⅱ
１
１
０
０
日
８
９
６
■
０
６
●

今
■

一
案

●
一

一
■

１
－
信

『
■
一

■

一
奉
唱

②
《

一
①

’
一
日
一
４
－

月
一

１
》
．

－
１

壁
■
〈
卯
叩
叩
》
画
０
．

－
も
年
一

一
別
２
一

一
０
。
。

』
０
》
０
Ⅱ
》

｛
ハ
叩
〕
一
一
一
が
■
ず
一
・

一
則
令
一
●
一

一
※
．
｜

Ｆ
８
０
１
１
０
０
０
０
９
４
０
日
６
０
６
Ｆ
，
０
０
１

秘密指定権者決裁
秘密 令和 ：
指定
期間 決定迄

指定事由

(情報公､開法

第5条該当号数）

令和 年
1

月 日迄、公表迄、

決定迄、署名迄､.保存期間に同じ

’
1個人情報

2法人情報

公安秩序

内部検討

事務支障

４
５
６…

P

凸

1

1

凸 ●

主管 情報通信課長i
（発電係） ！

1

保・存期間

(30年)⑬（ 5年）
（ 3年） （ 1年） （1年未満〉

~~~~~…~~~~~~､..~...~~~~~~~~~~~~'~~~.~~..~~…~~~:~.｡~~.｡：

令和12年12月‘31．日迄．

Ｆ
』 f

『

？

注:鶏難齢聴瀧醗f、
香り

完結令和 ・ 年 ．月 ，日
Gj

起案令和 2年1月 4日

|雛悠大 凰高橋悠大：
』

5230●秘害官が御了承とする場合には了承
日付を決裁時に記入すること。

協議先
ﾛ

I

r~-
、

▽ ●

4

壷曇あて外務大臣*且

在一 《添付無》

いめ＝一‐e

件名

一~や一合幸一ら凸凸今凸の凸凸●cqの。

凸 凹
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’
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０
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』
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年一‘■吾令■ﾀﾞ91■守争句守

号 ！※
2 ；

中東1
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平
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二
十
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十
二
月
改
訂
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使
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大
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電
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転
転

大至急、
ﾛ
ﾛ

ﾛ

添付ファイル

GB-1 ’ 回覧番号I外務省
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中東1第19号秘要処理
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夕

秘密指定解除
公文書監理室

’ ’後転電
蕪．....………..…….…一…~富..~.~..…...…~胃…~一.………一.一………~..一…i
| HOOOOO25-001

｜ 令和2年 ↑月4BIE了－－ 1
L､。.今...-､_-----...--.-....-------._.…､.____.__‘___--.---...._‘___----.-,---,-．今.-...--ﾆｰｰｰ三二._-.---..-____､､-......----

電信案

、

｜
’ 情報通信課長｜

（発電係) !
主管

保存期間・ ・
－=ヰーー■-=凸一●今‐今｡｡F一一寸宇一一一一一今一凸争らむ句一角一戸一一画一一一一一色の乃一■牛一一ローー■

. (30¥) (10*)②
（ 3年） （ 1年） （1年未満）

令和 7年12月31日迄

注:懸禦齢蕊誘増野、

’ヘ
計

／
Ｉ
、

｜
’

‘算
や

完結令和 年 月 日

起案令和 ・2年 1月 4日

’ |:|高橋悠大 |：高橋悠大
●秘書官が御了承とする場合には了承
日付を決裁時に記入すること。

5230

６
“
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ｑ

Ｊ
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４
．
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弔
１
１
．
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‐
叩
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．
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ｉ
、
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．
。
寵
。
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。
、
●
〃
、

●

G L

ぐ

在《添付鱸》’ 大使鰯あてI 外務大臣発
ロー申一口一一一ママローロロー■－－－ワ■■＝ロマコマーーーｰ■＝ー＝＝ー巳七一

件余
苧
ｂ
▲
１
も
０
０
１
Ｆ
、
可
■
ｌ
Ｆ
Ｉ
Ｂ
Ｉ
Ｂ
Ｉ
ｊ

' ．

……圭曾茂義喜…~醸竜儲:碁:...….一…署.．T－．．－…-……･…･…，…了……･…~-…･一､‐I 、

中東1 1 第24号 I 大至急 I 要処理 ’
0 凸? .

色｡■一一●守早，一一■一二毎ヰーーーーーー凸。●－争マーーーーロー

パターン・コード ．

平
成
二
十
年
十
二
月
改
訂

Ｉ
大使あて
総領事

電
報

Ｑ
ｑ
凸

転
転

大至急

添付ファイル
q

①

u外務省
回GB-1 覧番号；

本
文

添
付

極秘作成部数 部の内 号

秘密指定権者決裁
密
定
間

秘
指
期

指定事由

(情報公開法

第5条該当号鋤

極秘⑳．取扱注意･平

極秘･秘・取扱注意･平

令和 年 月 日迄、公表迄、

決定迄、署名迄、保存期間に同じ

鰯
1個人情報

2法人情報

3外交情報6事務支障

’

'日Pレバノン関係
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秘
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第
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■I

保存期間：令和5年12月31日迄

秘密指定解

■臣胃‘=巌書懇

信一
壼
宅
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｡、
■ ｡

. 、

ゆ

I
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日
日
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０
臣

０
月
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０
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．
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年
務

２
２
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番
和
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．
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意
一
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注

、

ヘ
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照
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情
報
通
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課
来
電
処
理
班
内
線
四
二
・
一

麺
報
の
取
り
．
扱
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慎
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願
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夕

『

電信 保存期間：令和5年12月3旧迄
01

国

■■一

注澄

C
一
一
一

綱
柵
眺
剛
肘
鵬
．
噸
齢
鮒
酬
剛
剛
蛎
鍛
錬
樋
処
理
班
内
線
四
一
二
三

Ｃ

四
二
一
四

３

■
ｐ
ｂ
Ｄ
ｇ
日
ら
４
Ｄ
ｇ
Ｕ
０
Ｇ
日
日
■
ｑ
Ｏ
ａ
ｇ
４
ｄ

に
連
絡
願
い
ま
す
。

I

０
●
０
■
０
■
■
６
●
●
Ｇ
●
■
■
●

001/002外務省

｡ ｡ ●

OG

守 ●

● 0

● ● ● ●

● 。

●

0

総番号ROOOOSOB 主
● 夕

令和． 2年1月4．日■■■■■■
◆

●

｡

｡

トルコ発
､ ● ●

‐ ●

令和2年

C ■

1月4日■■■■■■■ 本 ． 省着
■ 0

中
●

外務大臣殿 ・ 宮島 ． ､昭夫大使
● ■

。 ●

● ■ ゆ

8 ●

カルロス・ゴーン氏のレバノン入国（トルコ紙報道振り）

第8号･■■■■■■■■■■

往電第6号に関し，

づ
■

e ■ ● ●

、 ● ●

ひ 。

O
●

● ● ●
■ ● ●

｡ 、

◆ ◆

■ ●

●

O ● C e

■

’
づ

■

管

■

I
， 屯

ロ ●

1月3日付アナドル通信報道の要旨次の通り。
｡ ●

9 ， ●
､ P

● ●

0

◆ ● ● ■ ■
e ■

q 凸 ●

、 ● の
、 ●

． ､

1，問題となっているプライベートの飛行機のパイロッ歩は, ｢N.P｡」 『0,B､B」 「S.K.』

『B､K.S・］
0 。

口

■
ゴ
ロ

●

● ●

凸 ■

MNGのマネージャーは「0.K.」であり，グランドハンFリング会社の関係
寺

者は「F.K.」 「1.M.H』である。
0 ｡

､ 。 ● ｡ ●
｡

●

今

● ◆ ● ● ■
●

●

◆

●

0

｡

｡ ｡ ●
● ◆

2． （1）逮捕された被疑者であるMNGのマネージャと;｢0.K.」は，同被疑者が知って
● ● . ■

いるベイルートからの人物が，同被疑者に対し， ､本件が国際的な重要性を持つビジネスで

ある旨，また，同被疑者が彼らを手助けしなければならず，そうしない場合には同被疑者
● ● q ● ● ■ ●

､ ●

の子供や妻に危害が加えられる旨，述べたと発言した。
● 壷 ｡

｡ ●
｡

‐

0 ○

屯 .

● ●

(2).また, r0.K.」は,恐怖から必要どされたアレンジメントを行い,当該人物を運ん
e ◆

だと認めたが，当該人物が誰かは承知していなかったとした。
申

● Q

● ● ◆
● ● ①

、 の

B. Bkirkoy検察が以下の内容を発表した（当館注：番号は当館によるもの。要旨のみ）

● ●

● ｡

● ● ｡

0 ●

■ ◆ ● ●8 ． 。
● ●

『

⑥

■

● ● ｡ ●
● ● ｡

凸 ワ
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9

I〃

電信

（1） 「外国人たるカルロス・ゴ〒ンの事案に関する被疑者に対する捜査の結果, ､航空機

を使って民間航空会社が違法な入国を行い別途出国を行った。
~

(2） 雇われた4名のパイロットと1名のマネージャーからの供述を踏まえて，空港グ

ランドスタッフ2名の被疑者は釈放された。
一

（3）裁判所は5名の逮捕状と使用された2機の飛行機の収容令状を発行した。

転電《添付無》イスタンブール、レバノン､フランス､ ､ブラジル（了）
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■ 01/.05 26~:33.~ROOO面壺~司
信 【複写禁止】保存期間:令和3年'2
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E目
小

1．本文書に含まれる情報の取扱いは､厳に「知
2．本文書に含まれる情報を漏えいした者に対し

50万円以下の罰金)が課される場合がある

弓限定すること｡

二基づく罰則（1.年以下の懲役又は

』』

酬墓貝；

． ：

令和2年 1月 4日

令和2年 1月 5日

外務大臣殿
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慢定 ）

輝
呼
齢
睡
嘩
蝿
帳
塞
蓉
電
処
．
理
班
内
螺
四
二
一
三
・
四
一
二
四
に
連
絡
願
い
ま
＋
訓
馴

I

r
、一

■
▽
も
８
▽
ｆ
０
５
０
？
。
。
４
０
．
４
１

１
１
１
１

I

0011004
． 里

I

I

I

I

|次罰下壱頁禾開示~豆副
’

’｜
I
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■

電信 保存期間：令和5年12月31日迄

秘密指定解

團 公文書監理室
'員

D P

■ e け

＝ ﾛ

■

主管

レバノン発中東1
､本 省着 ，

大久保武大使

総番号

令和

令和

外 室
０
．
１

』 。 ■

１

注意

一
一
一
霊
鏑
呼
蠣
肘
輝
噸
匿
蝉
醜
闘
嘩
蠣
認
罐
電
処
理
班
内
線
四
二

で
一

書Ｅ

日・レバノン関係

0

第28号秘■■■■■■■■
◆

’

L

一
三
・
・
四
二
一
四
に
連
絡
願
い
ま
す

一
一

’
1

１
１

" の
､ ロ ﾛ

Ｆ
１

●

凸 ●

0 ｡

001/001
外務省

I
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｡

信
弱
唱 保存期間：令和5年12月3旧迄

塵

I

▲
■
●

一一

C

ー

C

p

H

●

●

’
０
．
－
１

I

１
０
１

8

8

1
t
●

●
●

（
1

1
O

r

i
D

8
－

｡

I

001/002外務省

。 』 。 ．

｡ 甲

■ ●

も ■
, 、

？ ● ●

今 ■

G ロ

0 ●

総番号ROOOO4BO 主管
e ■ 0 ，

●

● ●

令和2年 1月 5日■■■■■■
9 ●

令和2年 1月 5日■■■■■■

トルコ発中東で
本 省着

● 凸

● ●

外務大臣殿 ′ 宮島 昭夫大使
9 ℃ 。

● ●

e ●

● ｡

｡ ①

U●

0 ● ●

カルロス･ゴーン氏のレバノン入国（トルコ紙報道振り）
!■ ● 0 ●

や a

◆ 凸

● ● 6

、 ● ●

第9号■■■■■■■■■■

往電第B号に関し，

● ■

q ●

●

の ● の

■ ■

｡ ◆ ｡

1月5日付け当地報道ぶり以下のとおり。
O

■

● ◆

0

、 ●

● ● ● ●

串

1 逃亡の経緯

‘■ q

■ C Q
d Q

０
●
■

●
●

(､1）カルロス・ゴーン元日産CEOのレバノンヘの逃亡の詳細が明らかにされた。MNG航空
C J

が運航するジェット機「TC-TSR」は, ､イスタンブールからドバイに向かい，そこから元米
寺 ●

特殊部隊員であるM.LTaylorとG.AZayel<の2名と音響機器を入れるための2つの箱を大阪

に運んだ｡関空では,箱が大きいためX-rayに通せず､ハンディ金属探知機による検査が行
● ●

われた｡当該機は旧後の12月29日11時10分に離陸し4･米国人2名と箱に隠れたゴーン氏を
◆ ● ◆

. ､イスタンブールに運んだ。
● ●

●

1■ ●

● ■ 、 ●

● ●■

● ●

● ● ●

り く

4 ,

（2）当該米国人らは， 「邪魔されたくない｣･とじキャビンテンダンーを客室に入らせな
、 ●

● の ●

かつた。 Aksam紙の報道によれば,. 12月30日, MNG航空が運航するジェット機「Tc=RZA」は
● ‐ ●

●
、

■

アタテュルク空港で同会社所有の格納庫の前で待機した。5時29分に大阪からアタテュルク
● ゆ

6

● ● ●

I■ ● ■ 0 ｡

空港に入港した『TC-TSR｣は待機中のジェット機の20メー←ルの近くで停止し, (逮捕さ
凸 ､

れた)MNG航空社社員(0kan.K)は乗客2名が降りるのを待ち,パイロットとキヤビンアテ
●

● ● a
● ● の

ンダントを乗り込ませた。また， 5分以内に音響機器の箱は積み替えられた。
● ●

■ ● ●
Q ■ ●

0
句

O の

■ ●

凸 ｡



角

f

電 信

(3).その直後、OkanK.も乗り込み、 （離陸のために）最終チェックがなされないままレ

バノンに向け離陸した。乗客リストには1名の乗客のみ記載され，箱から出てきたゴーン氏

は通常の乗客として飛行した。 ゴーン氏をベイルートに降ろした後, OkanK.は当該機で

戻ってきた。 また，米国人2名は定期便でイスタンブールからベイルートに向かった。
ーーー

2ギュル司法大臣発言概要

現在のところ， 日本から司法協力要請はきていない。レッドノーテイスで追われる人物

がトルコにいるのであれば, トルコは送還に応じる。 ・

転電《添付無》イスタンブール､レバノン、フランス、米国、ブラジル（了）

注意

C 一一一

剛
綱
眺
Ⅷ
吋
繩
噸
鯰
鮒
鮒
剛
腿
囎
總
錬
咽
処
理
班

ー

9

~

C 内
線
四
二
一
三

一
。
●
。
、
一

四
二
一
四

’

に
連
絡
願
い
ま
す
。

I

002/002外務省



秘密指定解除
公文書監理室 宴|極秘③．取扱注意･平

賑秘･秘・取扱注鳶平極秘･秘・取扱注意･平

49

r今=■●●~七画‐一一畦一一一＝ー一一=~ー==~＝ =~‐一一戸一一一一一一一■一戸一一＝ーローーーーーロ■■=－ ーーー===ー=一＝=~凸内一再一一い~一心一一一=一一一｡‐~や守守=画守守守=ーー＝ー~=ローーー‐＝＝＝＝I

i※

極秘作成部数 部の内 号

秘密指定権者決裁’

HOOOOO26-005

ﾛ■■■■令和2年 1月 5日
Q

ニーーーーーー＝－－の凸＝凸‐＝凸由画一■由◆●P｡＝一曲や一昔＝毎＝－－－－＝－守一寺一声一一一一一一一も－－｡=一曲や一昔＝毎＝－－－－＝－守一寺一一一一一一一一一一=－

秘密
指定
期間

令和 年 月

決定迄、署名迄、

日迄、公表迄、

保存期間に同じ

報4公安秩序

報5内部検討

動6事務支障…

－－■一恥－－－－寺一再一一一一‐■＝一＝=｡=一=-.=..､ローーーーーーーーーーーーーー凸一凸▲_=ﾏロ=--.Ⅱ

個人情報

法人情報

指定事由

(情報公開法

第5条該当号数）

１
２電信案

主管 情報通信課長！
（発電係） ！
保存期間

（30年) (10年)③
（ 3年） （ 1年） （1年未満）

令和 7年12月31日迄

注§鶏窯瞥か管騨藤野

(亘

』

完結令和 年 月 日

起案令和2年 1月 5日

誉|三好あさ善 ’三好あさぎ ｌ内線●秘書官が御了承とする場合には了承
日付を決裁時に記入すること。

5227

協議先

／畠へ

L一

鋤て外務大臣￥
‐ゆゆ凸今一一凸一一一一凸一点＝一ごｰ■ロー■＝ー＝ローーーローー画一吟輔峰一一一一一一七＝七一1－＝－－ｰ＝－－－＝一一ﾛ－－1－－＝＝－＝－－－－－－－＝●＝－－

在

件名日トルコ関係

Ｆ
ｈ
ｈ
ｌ
８
ｈ
Ｉ
■
Ｉ
ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｂ

‐
一
号
鵬

儲
缶
宗

一
電
一
※

Ｔ
Ｉ
０
ｌ
ｂ
Ｓ
９
８
０
３
ｌ
Ｉ
８
Ⅱ

商一一一一一一一一"←ー,一宇一一一＝‐ー一一一一一一旬幸一.凸●争争争幸甲マーー●◆申＝今P~今.PのP釦●､旬一一一今●二一全一｡一一

パターン・コード

塵亟診｜ ’

＝一マーマヰつゅ一二＝一一一＝~●ー＝●ー＝~一一一一一 1,ー

Ul

jl
'

･文書記号

中東1 大至急

平
成
二
十
年
十
二
月
改
訂

篶壼雪あて1大至急
次頁不開示

添付ファイル

|同監釆具1
1

n.R 1

Ⅱ 砧一㎡

唾！｣Ⅱ
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■■■■■■‐ 二一一二一二一

信
龍
宅 保存期間:令和5年'2月3'日笠秘密指定解除

巨冒公文書…
ﾛ

■ ､

｡

、

主管総番号

令和

令和

外

ROOOO949

中東1トル．発

本 省着

宮島 昭夫大使

年
年
務

２
２
．

1月6日

1月 6日

大臣殿

q ●

注意

一

｜
些一二

睡
燕
味
・
噸
”
癌
§
噸
禮
津
率
鰯
睡
蠣
謬
舞
極
処
理
班

第12号秘I ’

(－
ー 内
線
四
一
二
・
三
。
四
一
二
四
／
に
連
絡
願
い
ま
す
。

１
０
‐
５
．
ａ
１
５
０
Ｉ
ｐ
Ｄ
Ｄ
Ｕ
△
１
．
４
１
４
４
ｔ
『
Ｉ
■
も
０
９
１
１
．
．
０
１
０
０
・
’
１

』'9

001/002次頁不開示外務省

■■

四一

回、雷關
4
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繍……蟹=躍蕊
l 電信

主管

中東1

総番号･ROOO1249

令和2年 1月 6日

令和2年 1月 6日

外務．大臣殿

ザ ■

一
一

レバノン発

本 省着

大久保 武大使
j

か－－

注意

｜日”レバノン関係
二
逓
報
に
関
す
る
照
会
は
情
報
通
信
課
来
電
処
理
班
内
線
四
二

、
一
滝
・
報
の
取
り
扱
い
は
慎
重
に
願
い
ま
す
。

で
ぐ

第31号秘

｜
’

一
・
三
・
・
四
一
二
・
四
に
連
絡
願
い
ま
す
。

④
■
ａ
■

I
D

I

」
次頁不開示 001/002外務．省

’
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－一二 一~－二重

・保存期間：令和7年12月31日迄

画国 圧冒

信
奉
毛

■

主管１

臣

０
月
月

０
１
１
大

ＯＲ
年
年
務

２
２
．

号
恥
外

番
和
和

総
令
令

734
早

中東1ト ノレコ発

・本 省着

宮島 昭夫大使

日
日
殿

６
７

意
』
一
一
唖
無
味
蝿
崎
蝿
噸
睦
坤
魂
畷
蝿
蛎
鐸
舞
種
処
理
班
内
親
四
．
二

注

、ｒ、
｝

ｒ
」

唆号冬～

第17号秘要処理｜ －－

一
．
三
・
四
一
二
四
に
連
・
絡
願
い
ま
す
。

’

0

÷

001/002次頁不開示外務省

…

,そTや一、
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’
2020年1月

欧州局西欧課域駕
一%げき

容
一

コ

Z]1
～ 疑者の逃亡に関する仏対応振’

や

政府による発表｡内話①｡内フランス
f テーー－ 一一

「
e

q

◆仏外務副報道官発表(2019年12月31日）
レフランス関係当局は,ゴーン氏のレバノン到着を報道により承知した｡同氏は日本で法的手続きの対
象となっており，日本からの出国を禁じられていた。

＞フランス関係当局は,同氏の日本出国について承知していなかったとともに,その出国の状況につ
いてもなんら承知していない。

＞ゴーン氏は日本で逮捕されて以来,仏国民として領事保護を享受していた｡同氏の状況について，

一定の法の原則の実施とともに,在京フランス大が常時注意深くフォローしていた｡フランス関係当
局のハイレベルの要請により,在京フランス大使はゴーン氏とその弁護団と定期的に接触していた。

◆カスタネール仏内相コメント(2019年12月31日）
＞内相としての役割は,国内情勢に集中することであり，日本の司法に関する事態や,司法に関するレ
バノンと日本の間に存する各種協定に関するものでは必ずしもない｡他方,私が承知していることは，
その国籍に関わらず,何人も法の適切な適用から逃れるべきではないということである｡

■Q

リ



、 r~)

’

｜

’フランス政府による発表･内話②、

~、

,パーエーリユナシエ経済.財務大臣付担当長官発言(ラジオ)(2020年1月2日）
＞プレスによって(ゴーン氏の逃亡を)知った｡私(長官)自身も,携帯に入った速報で知り,全く唖然とし
た｡ゴーン氏は,法治国家の司法から逃げた人間である｡司法が不確実な国でその思想によって訴
追されていた人間ではない｡ゴーン氏は,日本という法治国家におり,比較的明確な事案に立脚して
起訴されていた｡よって,ゴーン氏は法を逃れたのである。
＞何人も,いかなるフランス市民も,法の上位に位置しない。
＞（日本とレバノンの間とは異なり､レバノンと仏の間には犯罪人引き渡し条約が存在するが,仏は，
ゴーン氏が日本に引き渡されるように協力するのかとの問いに対し, ）引き渡し条約は,引き渡し要

求をするのがフランス政府でなければ適用できない。(仏政府はそのような要求をしないのか'と問
われ)そのような要求はしない｡なぜなら仏においては係争中の事案が存在しないからである｡ゴー

ン氏が非難されている要素は仏ではなく日本に関連するものである｡仏政府はゴーン氏に対して報
酬を引き下げるよう2回要請しており,コｰﾝ氏はその点において積極的であったことを想起したい。
仏においてゴーン氏をとがめる根拠はない。

＞(ゴーン氏は自らの命を救おうとしたのではないかとの問いに対し, ）そうではない｡居住指定は心地
よい状況ではないし,近親や友人に会えないのは嫌なことかもしれないが'ゴーン氏は生命の危機
にはなかった｡そうであったなら､フランス政府は介入しただろう｡フランス政府は全ての市民に対し
て領事支援を行う｡ゴーン氏に対しても,薬の問題があった際や，健康を少し害したため拘留の条件
を向上することが望ましいと日本の機関に説明したりした際に同様の支援を行ってきた。

＞(ﾌﾗﾝｽ政府はゴｰﾝ氏が日本で裁かれることを望むのかとの問いに対し)ゴーン氏がﾌﾗﾝｽに来
たとしたら,我亙は,決してゴーン氏を引き渡さない(犯罪人引渡しをしない)だろう｡なぜならフランス
は決して自国民を引き渡さないからである｡このルールは,ゴーン氏に限らず,全ての市民に適用さ
れる｡だからといってゴーン氏が日本の司法から逃れてよいとは考えない｡単に,これは全ての者に
対して同様の権利であり,フランス国籍はフランス国民を保護するb（対して『

「

_－」

鴎ﾝ容疑者の逃亡に関する仏対応振縄糊総總



U等

一一~

秘密指定解除
公文書監理室

申■･今凸凸凸毎守●－－■し凸ローマーゆ凸伊一一＝ぬ①■●●O①守凹凸一◆○幸巳も●今①哩一●●マーーーーーー---■国＝可宇－－一一一今｡‐●－口●写＝一■一一m■■－ﾛ＝己全一■■■凸●●●●◆ぬ■今やC

;※
一

HOOOOO30-005 .

令和2年 1月 5日 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||■||■
一.……~…一……?…－－丁~~~…1．

電信案

0

’『-.－－．．．．－－‘-寺．、．．‘､－－．．％．．．~．、峰．口一・巳一一ご－一－四画一一．。.-P．、司口．－．

’

主管

戸
」

け

戸
」

ｌ平成二十年十二月改訂

Ca

GB-1
外務省

４
１

添
付

極秘作成部数 部の内 号

秘密指定権者決裁
秘密
指定
期間

指
情く
定亭

開

由
法

第5条骸当号数）

極秘③．坂扱注意･平
極秘･秘･取扱注意･平

令和 年 月 日迄、公表迄、

決定迄、署名迄､･保存期間に同じ

１
２
個人

法人

情報4公安秩序

情報

霊…
５
６
内部検討

事務支障

協議先

q

P ”

、

0

ナ ー

薄慨融 幸 ．＝一‐ Ⅱ■ ■ ■■■

在

､

4 讓壼雪あて 外務大臣発
一言一一三一＝~●●争○◆‐■凶司会ho ニニー会＝＝4＝＝＝'－－重 国隼一一一句Cー今｡●｡◆Q可子角巳句今今一つ玲四●｡r司一＝＝■司令F由＝＝＝＝= 司寺二F= F 二 二三三＝一一－ぬご凹凸一≠ローゆー一－－

件名 ､

カルロス・ゴーン被告人のレバノン入
､

ﾛ●・■■｡~‘=一一~‘=一≠凸宇=凸■●わ■■口■牟⑤1■吟凸一角守容－－内申~･■由一一畠･■･ローーヰロロ

主管・文書記号 ｜※電信番号

国

●生む●

●
●一●毎争ロ

－
０
■
Ｆ

一回。■《《

欧西欧i 第29号 I 大至急
I ：

⑳
ノミターン・コード

雪 ■ あゞ
添付ファイル

次頁不開示

大至急

回覧番号
I

情 長i
i

保存期間

（30年) （,0年)②
．（ 3年） （ 1年） （1年未満）

令和．7年12月31日迄

注:鶏鑿曾か篭豊
間に応じ、
のこと。

完結令和 年 月 日

起案令和 2年1月 5日

謡:坪鰻
内
線 5174
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カルロス・ゴーン被告人のレバノン入国
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信電 保存期間：令和5年12局3旧迄
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報文際
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日本関連報道（カルロス・ゴーン氏の逃亡：当地主要紙報道ぶり）
O G ◆

● や
● 1■

｡ ■ ●

第フ号■■■■■■■■■■ 寺
●

● 0 ，

0 ● ゆ

12月S1日～1月6日付当地メディアによる本件に係る主要な報道ぶりは以下のとお・
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り （概要記事別添参照） 。なお，当該期間においては本件に係る報道が多数なされだこと
● 学 ● ■ ●

から”特に主要な報道については概要と共に報告するが，その他の報道については5日及
I

ぴ6日付の記事に限って見出しのみ報告する。
も り
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．｢パスポートS枚とレバノンで生まれた計画：ゴーン逃亡劇(3PassPortsanda.Plan
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日本政府関係者は依然としてゴーン氏による逃亡の全貌をつかもうとしており，一方で
｡

国内メディアは手がかり探しに奔走している。レバノンは日本と身柄弓lき渡し協定を結ん
●

P C
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でいない｡一部の日本の政治家は， 当逃亡に謎の人物または外国政府が関与しているので
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はないかと疑問視している。前外務副大臣の佐藤正久自民党参議院議員は,ゴーン氏の出
口

の
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国に.｢某国(someCountry).の支援があったのだろうかj
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、 ｢簡単に不法出国を許してしま
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つた日本の態勢は大問題」とツイー卜した｡:舛添要一元東京都知事は，
夕
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ゴーン氏の出国を

助けたとして在日レバノ､ン大使館を非難した。舛添氏は， 「レバノンの国民的英雄を救出
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するのは外交官の仕事」と根拠を示さずに述べた。

（2） 6日付, B1面

rGhoshFlightPutsJaPanOnDefensiveAboutCourts｣ (BehDooley記者, Makiko

Inoue記者，東京発) ･

’

(3) 6日付，電子版
● ● ◆

[CarlosGhosn' sEscaPeBeganWithaRideona.Publ icTrain｣.(Makiko

Inoue記者, HisakoUeno記者，東京発）
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Sブルームバーグ

（1） 2日付，電子版′

『ゴーン氏逃亡について日本政府関係者は沈黙し，安倍総理はゴルフをする(Abe.Plays

GoI;fasJapanOfficialsStay.SilentOVerGhoSnEsCaPe) ｣ (IsabelReynoldS記者）

昨年大晦日に日産元会長ｶﾙﾛｽ.づｰﾝ氏の出国が報じられて以来,安倍総理I垂都内

の高級ホテルに宿泊して家族と食事をとり，ジムに行き，ゴルフさえもしている。日本の
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大手メディア各社が報じたこれらの動静は,日本で最も重要な正月休みの総理の過ごし方

として例年と変わらない。しかし， 日本史上最も注目されたホワイトカラー犯罪事件の一

つにおける主役の劇的な逃亡後は， とりわけ顕著である｡安倍総理はゴーン氏の逃亡につ

いてこれまでコメントせず,他の閻僚も同様である｡総理官邸および外務省に電子メール

もしくは電話で連絡したが，いずれの当局者もコメントを控えた。日本の仕事始めは1月

6日だ。

テンプル大学ジャパンキャンパスのアジア研究学科ディレクター，ジェフ・キングスト

ン教授は『どのように展開しようと,面目の立たない状況だ』 ， 「日本政府は何事もなか

ったかのようI=前に進むことで，悪いﾆｭｰｽが風化するのを待ちたいだろう｡賢明なや

り方としては，検察や警察,出入国の当局に対応させることが考えられる。失態を演じた

のは彼らだからだ」と述べた。 ‘

： ここ数か月間,安倍総理の支持率は一連の不祥事を受けてすでに低下している｡それで

もなお，安倍総理は同様の挫折を乗り越えて,在任期間が最長の総理となった。日本政府

の長い沈黙は，正月休みどいうだけでなく，安倍総理がゴーン氏の身柄引き渡しについて

限られた手段しか持たないことも一因である可能性がある。レバノン外務省は,ゴーン氏

は合法的に入国し,出国については認識していなかったと述べた。

政府高官の1人はブルームバーグの取材に対し，今後はゴーーン氏の身柄引き渡しに向け

てレバノン政府との交渉になると思うと述べたが， 日本政府がレバノンに対してどのよう・

な交渉材料を持つのかは不明である｡安倍総理が最近の韓国との対立の際に行ったような，

貿易規制の強化は効果的でないだろう。201S年のレバノンの貿易において日本が占め

る割合は' 5%に過ぎず,その大半が輸入である｡日本は過去にﾚバﾉﾝに支援を行っ
てきたが，外務省ウェブサイトには,. 2018年B月以降，公的な開発支援を行ったとい

う記載がない。同ウェブサイ脹によると， 日本はレバノンに対する直接投資を行っておら

ず,在レバノン邦人は約1oo人のみ,在日レバノン人は約2･OO人に過ぎない。

中東情勢を専門とする放送大学の高橋和夫名誉教授によると， 日本の唯一の希望は‘ 日

本と緊密な関係にある他の中東諸国への支援要請である｡高橋教授は, 「日本はｼIノアに多
大な支援を行っており，シjノアはレバノンに対して影響力を持つ」と述べるd日本はシリ

ア政府に対して,ゴーン氏の身柄を引き渡すようレバノンに圧力をかけるよう要請するか

！

０
…

■
Ⅱ
８
０
▲
■
・
■
Ｕ
ユ
Ｆ
■
一
Ｆ
△
■
■
、

注意
■
Ⅱ
Ⅱ
■
』
■
。
■
■
■
■
■C 一

一
一

Ｆ

ｅ

鯛
柵
眺
職
肘
縄
・
噸
胎
雛
鋤
・
剛
聯
蛎
鍛
錬
樋
処
理
班

’

■■■■■

C 内
線
四
二
一
三

四
二
・
一
・
四

１
１に

連
絡
願
・
い
ま
す
。

i

１
０
１

１
１
１

003/005添付有(1)１
１ 外務省



Ｉ
Ｉ

Ｂ

『

信
雨
唱

■
Ｉ
，
ｎ
日
Ⅱ
８
０

一

もしれないと指摘した上で，実現の可能性は低いだろうと付け加えた。

日本とレバノンの間には，逃亡者をめぐる争いの歴史がある6日本政府による， レバノ

ンに潜伏した日本赤軍メンバー5人の引き渡し要請に対し， レバノンは長年抵抗してきた。

佐藤正久･前外務副大臣は, ｢日本はゴーン氏引き渡しについてレバノン政府と交渉しな

ければならない。ゴーン氏は（国民的）英雄であり，交渉は容易ではないだろう｣とツイ

ー卜した。
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「日本政府,コｰﾝ逃亡を受け,出入国管理の強化及び保釈条件の見直しを約束(Japan

vowstOimproVeborderchecks,bailafterGhosnEscape).｣ (YufiKageyama記者；東

京発）

6日,､森法務大臣は，ゴーン氏の出国を受けて，出入国管理の強化及び保釈条件の見直

しを約束した。森大臣は，各国は独自の司法制度を有しており， 日本における逮捕は他国

より少ないと述べて,,当局が根拠ありと確信する場合のみに逮捕が行われる旨示唆し，
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に対して) .ゴーン氏の引き渡しを求める可能性を保留した。そうした引き渡しが実現する

可能性は今のところ低く， 日本の選択肢は限られている｡森大臣は,経済制裁といった報

復措置は非常に慎重に決定される必要があると強調した｡日本政府が米国またはフランス
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約9年前にこの四半世紀の世界最悪の原子力事故の現場となった福島県は，再生可能工
の ■ ◆

ネルギとハブへと転換することを計画している。2011年3月1･1日の福島第一原子力

発電所のメルトダウンの記憶は永遠に消える，ことはないが，福島県は，野心的なプロジェ

クトの一環で, 2040年までにｴﾈﾙギｰ需要の100%を再生可能エネルギーで供給
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する目標を掲げた。Nikkei AsianRevieWによれば， 日本政策投資銀行やみずぼ銀行等をス
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ポンサーとする3000億円規模のプロジェクトにおいて, 2024年S月末までに, 1
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1の太陽光発電設備及び10の風力発電設備が不便用農地や山岳地帯に建設される。 SO

， キロに及ぶ送電網によって，福島県で発電された電力は，東京都'酷Iに送られる。このプ

ロジェクトが完成すれば, SOOメガワットの電力を供給することができ,平均的な原子
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「白本の弁護団力瀞任を申し出る中， カルロス・ゴーン氏は身を隠す(CarlosGhosn

goestogroundasJapaneselawyerStenderresignation)｣ (JulianRyall東京特派員）

カルロス・ゴーン氏の弁護団は，ゴーン氏によるレバトンヘの逃亡が発表されて以来，

同氏と連絡を取れずにいるが,弁謹団は辞任の意向を固めている｡弘中弁謹士は, レバノ
ンの弁護士を通じてゴーン氏との連絡を試み， 日本の弁護団全員の辞任を確定させると述

べた。 ．
一
口
０
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関連記事:FT紙(6日付，電子版), インデペンデント紙(6日付，電子版) ,シティ

AM紙(6日付, 10面) ,デイリー・メール紙(6日付， 77面）
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